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◇改めて特別区制度改革を考える意味 ～平成１２年改革から２３年超 

 
・都区制度（特別区制度）は、特別区の活動の基盤 

 ・都道府県と市町村の一般的な制度では説明しきれない 

 ・“負い目”からの解放（半人前の制限自治体？）    形式的な比較  

   ・市に比べ権限が制約されている？         他と違う≠制約 

   ・財政面で都に依存している？            役割分担の違い 

   ・住民の自治意識が薄い？ 

   ・区や区議会に無駄が多い？ 

     （参考）大阪市会 定数 83人（人口 2,752,412 人）*1/33,161 

         特別区議会 23区計 定数 902 人（人口 9,733,276 人）*1/10,790 

         堺市議会 定数 48人（人口 826,161 人）*1/17,211 

         世田谷区議会 定数 50人（人口 943,664 人）*1/18,873 

・実態上都が差配できる外形があり（税、条例、都議会）、制度論抜きに対抗できない 

・自分たちで守らなければならない（都の主張は法の趣旨からは疑問：主要５課題協議） 

 ・都区間財源配分の課題がいまだ解決しておらず、制度改革が運用面で未完のままとなって

いる                                 etc.  
 

１ 都区制度（特別区制度）の概要 

 

◇ 都区制度（特別区制度）とは 

 東京都内には 62 の区市町村がありますが、その中で、23 区は「特別区」と呼ばれていま

す。特別区は、それぞれ公選の区長、議会や条例制定権、課税権を持ち、一般の市町村と同

じ基礎自治体です（大阪市や横浜市などの政令指定都市にある「区」は、行政区と言い、市

の内部機構であり、自治体である特別区とは性格も仕組みも異なります）。  
 一方、東京 23 区の区域は、970 万人を超える人びとが暮し、1 千 3 百万人近い人びとが

活動する巨大な大都市地域です。人口や産業が高度に集積するこの地域の行政は、全体とし

て滞りなく円滑に行われる必要があります。 
 このため、それぞれの特別区が身近な自治体として基本的な役割を担いつつ、広域自治体

である東京都との特別な役割分担のもとに、相互に連携して東京大都市地域の行政に責任を

持つ大都市制度が設けられています。この仕組みを都区制度あるいは特別区制度と呼んでい

ます。 
都区制度は、人口が高度に集中する大都市地域において、広域自治体と複数の基礎自治体

の特別な役割分担により、大都市行政の一体性確保と身近な自治の両立を図る大都市制度で

あり、現在のところ、東京の特別区の存する区域にのみ適用されているものです。 
 通常は市が行う上下水道や消防などを都が実施することや、都と 23 区間の財政調整の仕

組みがあること、また、都区間及び特別区間の連絡調整を行うための法定の協議組織が設け

られていることなどが特徴です。  
政令で指定される大都市制度である指定都市においては、大都市としての一体性・統一性

※青字は注釈メモ 
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確保のため、単一の基礎自治体が都道府県の事務を含め大半の事務を処理するのに対し、都

区制度では、指定都市という１つの基礎自治体では対応しきれない高度に集中する大都市地

域において、複数の基礎自治体（特別区）が基本的に事務を処理する一方、広域自治体であ

る都が、府県事務のほか、通常市町村事務とされるもののうち、大都市としての一体性・統

一性確保のため単一の意思により一体的に処理すべき事務を処理するものとされています。 

   23 区の区域を一つの大都市地域として制度を組み立て 

○都区制度は、政令指定都市制度では対応できない、人口が高度に集中する大都市地域におい

て、広域自治体と複数の基礎自治体の特別な役割分担により、大都市行政の一体性確保と身

近な自治の両立を図る大都市制度    都が市の領域の事務の一部を処理 

  ※そのための特例：事務分担・税配分、都区財政調整制度、都区協議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       東京都は二つの制度が併存 

 

（参考）「逐条地方自治法」（松本英昭著）の第 281 条の 2 に関する記述抜粋 

 「特別区の存する区域の有する様々な地域特性のうち、当該区域を他の地域と区別し、行

政上特別な対応を迫る決定的な要素は、人口規模及びそれに関連する諸機能の集中度であ

る。現行の地方自治制度においては、大都市の制度としては指定都市制度も存することから、

特別区の存する区域は、指定都市制度では対応しきれない規模として既存の指定都市を相当

上回る人口数百万程度で一体となった社会的実態がある区域であると同時に、当該区域の行

都と区市町村との分担関係（イメージ）
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政について一つの普通地方公共団体である指定都市で対応することには問題があると思わ

れるものであると言える。これらを端的に「人口が高度に集中する大都市地域」としている

のである。」 

 

 

 

※23 区の人口規模（令和 2年国勢調査）   もし「東京市」だったら？ 

  ・特別区部の人口（9,733,276 人）は、東京都以外の道府県の規模を上回る。 

・各区それぞれが大都市、中核都市並み 

指定都市並み  5 区（世田谷区（943,664 人:13 位）、練馬区（752,608 人:18 位）、 

大田区（748,081 人:19 位）、江戸川区（697,932 人:23 位）、 

足立区（695,043 人:24 位）） 

             ※いずれも３つの県より多い。世田谷区は８つの県より多い。 

  中核市並み  16 区 

 中央区（169,179 人）158 位、千代田区（66,680 人）415 位／1,741 市区町村中 

  ・人口密度：特別区は、１位（豊島区）～16位、18 位、22位～24 位、26位、27 位、 

84 位（千代田区） 

人 口
人口密度

（人／㎢）
昼夜間人口

比率
歳出（千円）

一人当歳出
（千円）

東 京 都 区 部 9,644,079 15,367 132.2 3,916,271,750 406

札 幌 市 1,970,052 1,757 99.7 992,751,320 504

仙 台 市 1,090,263 1,386 105.3 520,569,286 477

さ い た ま 市 1,307,931 6,015 90.9 547,430,304 419

千 葉 市 980,203 3,607 97.1 456,067,538 465

川 崎 市 1,530,457 10,602 83.6 735,658,102 481

横 浜 市 3,748,781 8,609 91.1 1,765,970,570 471

相 模 原 市 722,828 2,198 86.2 296,379,255 410

新 潟 市 796,500 1,096 101.2 396,836,184 498

静 岡 市 691,185 490 102.9 313,612,705 454

浜 松 市 791,770 508 99.3 349,574,500 442

名 古 屋 市 2,327,557 7,129 111.9 1,217,190,222 523

京 都 市 1,466,264 1,771 109.0 765,989,198 522

大 阪 市 2,740,202 12,162 132.5 1,756,789,204 641

堺 市 827,971 5,526 93.3 415,724,995 502

神 戸 市 1,522,944 2,734 102.5 848,479,219 557

岡 山 市 720,865 913 103.1 325,774,791 452

広 島 市 1,199,365 1,323 101.0 626,662,840 522

北 九 州 市 940,141 1,912 102.1 550,110,942 585

福 岡 市 1,592,657 4,637 110.8 868,661,373 545

熊 本 市 739,393 1,894 102.2 398,501,331 539

東京都区部の人口集中度と歳出の大都市比較

※「人口」は各自治体の推計人口（令和元年10月1日）

※「昼夜間人口比率」は令和２年国勢調査

※「歳出」は令和元年度普通会計決算
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（参考）「逐条地方自治法」（松本英昭著）の第 281 条の 2 に関する記述抜粋（続き） 

「現行制度は、都の広域的地方公共団体としての役割の純化が図られたものであり、特別

区の基礎的な地方公共団体としての地位をできる限り充実・強化したものである。しかし、

かかるシステムが真に効果的かつ民主的な大都市行政をもたらすかどうかは、その実際の運

用にかかっている。とりわけ重要なことは、一方では特別区の自主性・自立性を強めながら、

他方では大都市行政の一体性・統一性を実現することである。この課題は、二律背反の要素

を含むものであって、その成就のためには、賢明な行政運営が要請されるところである。」 
 「（都の性格に対比しての特別区の位置付けは）都道府県の性格に対比して市町村が基礎

的な地方公共団体とされるのと同等の位置づけであり、大都市地域で展開される地方自治に

おける特別区優先の原則が明確にされている。」 

 「都が特別区に係る市町村事務を処理するのは、特別区における全体としての一体性及び

統一性の確保が要請されるためである。・・・しかしながら、当該事務について、一体性及

び統一性の確保の要請があれば、即、都による直接の処理が認められるものではない。まず

は、特別区相互間で連携し、また、都が特別区に対して許容される限りで調整権能を行使す

ることにより対応すべきである。こうした対応では足りず、一の統一的な意思決定の下、事

務を処理しなくてはならない必要性がある場合に、はじめて都がとりこむ形で一体的に事務

を処理することとなるものである。単に、「行政の一体性及び統一性の確保」の必要のある

事務とはせず、「行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に

処理することが必要であると認められる事務」と規定しているのは、この意味に他ならな

い。」 

         ①特別区優先の原則 ⇒都が担う市の領域の事務は限定的 

         ②特別区は、自地域だけでなく、東京大都市地域全体にも責任 

◇ 都区の役割分担と財源の調整（都区財政調整制度） 

 特別区は、東京大都市地域の基礎自治体として、区民に身近な行政を担っています。しか

し、この大都市地域全体を一体として処理する必要がある事務もあり、通常は市が行う事務

のうち例外的に東京都が処理しているものがあります。たとえば、水道、下水道、消防、大

規模な都市計画などです。 
 一方、特別区の区域は 23 の基礎自治体でひとつの大都市地域を構成していますが、区ご

とに見ると、その税源は大きく偏在しています。 
 このため、東京都と特別区が役割分担に応じて財源を分け、また 23 区の税源の偏在を調

整して、それぞれが均衡ある行政を行えるようにするための制度として、都区間と特別区相

互間の財政調整を行うしくみが設けられています。これを都区財政調整制度と言います。 
 この財政調整を行うための財源として、通常は市町村税であるもののうち、固定資産税や

法人住民税等が都税とされています。東京都と特別区は、毎年財政調整のための協議を行っ

ています。 
 なお、地方公共団体間の財政調整の仕組みとしては、地方交付税制度がありますが、この

制度の中では、東京都と特別区は合算して算定され（ただし、収入超過と計算され不交付）、

都と個々の 23 区の調整については、都区財政調整制度を通じて行うこととされています。 
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○都区財政調整制度は、都区間の事務配分・課税権の特例及び 23 区間の財源偏在に応じた自

治体間の財政調整の仕組みであり、地方交付税制度と並ぶ法律上の財源保障制度 

⇒地方交付税は都区合算で都に適用し、都と 23 区は都区財政調整で保障 
    ・全国の普遍的・標準的な行政水準を確保する交付税制度の中で、都区間の事務や財

源区分等の特例に応じた個別算定は技術的に極めて困難 
    ・交付税制度と都区財政調整制度が相まって都区双方の財源を保障 
 
○都区間配分と 23 区間配分は、都区協議で定めることとされており、都区協議会の下に設定

された「都区財政調整協議会」において毎年の協議を行い、都区協議会において合意する手

順 

※R4 フレーム：基準財政収入額 1 兆 2,335 億円 基準財政需要額 2 兆 2,874 億円 

普通交付金 10,539 億円 特別交付金 555 億円 
 
 

※23 区間の税源偏在の状況      一つの大都市地域内での社会経済的分担関係 
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都区間財源配分 

※配分割合＝都区間の事務配分に応じた特別区財政調整交付金の原資となる、調整３税（固

定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税）、法人事業税交付対象額、固定

資産税減収補填特別交付金の一定割合 

※調整 3 税が都区財政調整の財源とされた理由 
   ・特別区相互間において特に税源の偏在が見られる税であること 
   ・都と特別区の財源調整を賄うに足りる規模を有すること 
   ・税の使途が制限されていないこと 

○都区の役割分担に応じた配分割合の合意は未決着（P17 3(1)「都区間の財源配分」参照） 

○配分割合の変更については、一定の変更事由がある場合に限定することで合意 
平成 12 年改革時に、「配分割合は中期的に安定的なものとし、大規模な税財政制度の改正

があった場合、都と特別区の事務配分または役割分担に大幅な変更があった場合、その他必

要があると認められる場合に変更する」との合意（H12.3.28 都区協議会「都区制度改革実

施大綱」）を行い、以後、区側は、変更事由に該当する状況の有無を確認しながら毎年の協

議を実施           できるだけ争いごとを避ける知恵だったはず 
・平成 12 年度 44→52％（清掃事業の移管ほか） 
・平成 19 年度 52→55％（三位一体改革の影響 2％、都補助事業の区自主事業化 1％） 

  ・令和 2 年度 55→55.1％ 
（特別区が設置する児童相談所に係る特例的対応 ※令和 4 年度に改めて協議）                       

 

特別区間の財政調整  

 ※特別区財政調整交付金 
普通交付金（95％）＝基準財政需要額－基準財政収入額（財源超過の場合は不交付） 
  ＊「基準財政需要額」は、各特別区が標準的水準で行政を行う場合に必要な経費の

うち一般財源で賄うべき額を一定の基準により算定したもの 
特別交付金（5％）＝災害等特別の財政需要が生じた場合に交付 

○特別区間の財政調整については、昭和 50 年制度改革時に、地方交付税の算定方法に準じた

客観的・自動的算定を旨とする単位費用方式を基本とした改正を行って以降、毎年の協議の

中で、時々の課題の整理と合わせて、基準財政需要額の算定方法の改善合理化を進めてきて

いる状況 

○都区間の財源配分を行った後の区側の財源の配分については、特別区間の自主的な調整を基

本に整理すべきとするのが特別区の主張であり、23 区間の意見調整を行いながら都との協議

に対応 

区側提案まとめ ⇒ 都区財政調整協議会・同幹事会 ⇒ 都区協議会 ⇒ 都条例・予算等 
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単位：百万円

基準財政需
要額

基準財政収
入額

普通交付金

千 代 田 30,215 25,922 4,294

中 央 58,743 36,203 22,541

港 71,151 82,226 0

新 宿 82,407 54,422 27,984

文 京 60,425 36,697 23,728

台 東 54,203 26,471 27,732

墨 田 72,177 29,867 42,310

江 東 125,412 61,281 64,131

品 川 100,354 56,685 43,668

目 黒 64,110 46,849 17,261

大 田 161,639 86,784 74,856

世 田 谷 193,777 129,953 63,824

渋 谷 56,918 54,951 1,967

中 野 80,882 38,876 42,006

杉 並 120,503 71,275 49,227

豊 島 71,299 37,374 33,924

北 90,992 35,321 55,671

荒 川 62,654 21,154 41,499

板 橋 131,306 55,809 75,497

練 馬 170,333 76,874 93,460

足 立 168,407 61,522 106,885

葛 飾 123,053 41,604 81,449

江 戸 川 172,465 65,423 107,043

計 2,323,423 1,233,542 1,100,957

普通交付金区別算定額（令和４度再調整後）

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

千代田

中央

港

新宿

文京

台東

墨田

江東

品川

目黒

大田

世田谷

渋谷

中野

杉並

豊島

北

荒川

板橋

練馬

足立

葛飾

江戸川

単位：百万円

基準財政需要額 基準財政収入額

0

5,000

10,000

15,000

20,000

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元  2  3  4

（億円）

都区財政調整基準財政需要額の推移
児相関連特例的対応

配分割合 55％⇒５５.１％
※再調整後

S50都区制度改革

配分割合 40％⇒４３％

配分割合４４％

H12都区制度改革

配分割合 44％⇒５２％

三位一体改革等

配分割合 52％⇒５５％
△２,０９９億円

基準財政需要額＝財源保障額 



- 10 - 
 

（参考）都区制度に関する都の特徴的な説明（行政部資料から） ※東京都中心の見方 

〇都区制度の目的のところで 

「広域自治体である都が、大都市地域の一体性確保の役割を担う点がこの制度の大きな特

色である」 

〇都に留保されている市町村税について 

「これらの税は、都が大都市の一体性を確保する観点で事業を展開していくための財源と

して位置付けられたものである」 

    都区制度は都のためにある？ 

 
◇ 特別区制度の歴史 

 東京に自治制度としての区が誕生したのは、明治 11 年に制定された郡区町村編制法によ

り、東京府に 15 区と 6 郡が置かれたのが始まりです。当時の東京府は、概ね今の特別区の

区域であり、その中の 15 区は「江戸」の御府内とされた地域です（多摩地域が加わり、東

京府が現在の東京都と同様の姿になったのは明治 26 年です）。 
 その後、明治 22 年には市制町村制の法律が施行され、この 15 区の区域は、区を存続さ

せたまま、東京市となりました。大正 11 年に定められた東京都市計画区域を基本に、昭和

７年、東京市は周辺５郡の 82 町村を再編した 20 区を併合し、35 区となりました。この区

域が、ほぼ現在の特別区の区域です。 
 昭和 18 年、戦時体制下において、東京にのみ適用される制度として「東京都制」が敷か

れました。それまでの東京府、東京市は廃止され、東京都が誕生しました。 
 終戦後、民主化政策により改正された「東京都制」のもとで、区の自治基盤を強化するた

め 35 区の再編が行われ、昭和 22 年 3 月に 22 区が発足しました。同年 5 月 3 日に施行され

た地方自治法により、区は「特別区」と位置づけられ、同年 8 月には、板橋区から練馬区が

分離独立し、現在の 23 特別区となりました。 
昭和 22 年 5 月 3 日、日本国憲法とともに施行された地方自治法では、特別区は一般市と

同格の自治体として出発しました。ところが、実際には多くの事務権限が東京都に残されて

いたため、自治権拡充をめぐる都区間の紛争が生じました。 
 昭和 27 年の地方自治法改正では、特別区は基礎的な自治体としての位置づけが失われ、

東京都の内部的な団体とされました。広域自治体である東京都が特別区の区域の基礎的な自

治体としての性格を兼ねることとなり、区長の公選制も廃止され、事務や財政に関する権限

も限定的なものとされてしまったのです。このときから、特別区は、基礎的な自治体の地位

を取り戻すべく、半世紀に及ぶ自治権拡充のための運動を展開し続けることになります。 
その後、東京の巨大都市化に伴う都の行政の行詰まりや特別区の自治権拡充運動を背景

に、順次東京都から特別区への権限移譲が行われることとなります。 
昭和 40 年には、福祉事務所等の移管が行われました。さらに、昭和 50 年には、特別区を

原則市並みとする改革が行われ、区長公選制が復活し、東京都の職員を特別区に配属する制

度が廃止されて人事権が確立されたほか、従来限定されていた事務権能についても、都が処

理するものを除き一般市の規定を適用することとされ、保健所の移管も含め、大幅に拡大さ
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れました。 
しかしながら、この改正によって実質的に基礎的な自治体としての内実を備えたにもかか

わらず、法的な位置付けは従前どおり都の内部的な団体のままとされました。 
 このため、特別区はさらなる自治権拡充運動を展開し、東京都とも制度改革の方向を合意

して国に働きかけました。多くの区民や東京都と特別区の関係者の粘り強い自治権拡充運動

が実を結び、平成 12 年 4 月 1 日から、特別区は東京都の内部的な団体から脱却して法律上

の「基礎的な地方公共団体」として位置付けられ、今日に至っています。 

 
○東京の「区」は、明治時代の自治制度発足時から、法人格を持った自治の単位として存続 

◇「市」よりも先に「区」が誕生（明治 11 年郡区町村編制法） 
＊当時の東京府は 15 区 6 郡で、ほぼ現在の特別区の区域 

※明治 11  郡区町村編制法による「区」  
東京府 15区（麹町区・神田区・日本橋区・京橋区・芝区・麻布区・赤坂区・ 

四谷区・牛込区・小石川区・本郷区・下谷区・浅草区・本所区・深川区） 
京都府 2 区（上京区・下京区）、大阪府 4 区（東区・南区・西区・北区）  
札幌区、函館区、仙台区、横浜区、新潟区、金沢区、名古屋区、伏見区、神戸区、 
堺区、和歌山区、岡山区、広島区、赤間関区、福岡区、長崎区、熊本区 

※明治 22  市制町村制施行 15 区の区域に東京市(15 区は存続)  区 ⇒ 市 

※明治 26  三多摩東京府編入 

◇現在の特別区の区域で都市計画（大正 11 年） 一体の地域 

   ⇒※昭和 7  東京市市域拡張 「大東京市」(35 区に)  

◇戦時体制下に東京府と東京市を同時に廃止して都制発足（昭和 18 年）※35 区は存続 
 

○戦後の都区制度改革は、東京大都市地域の一体性確保と身近な自治の調和を模索しながら、

身近な自治を順次強化してきた歩み 

◇戦後新都制の下で特別区として、「市」と同一権能で発足（昭和 22 年） 
 ＊区長公選、実態的権限無し （当初 22 区 ← 35 区、8 月から 23 区） 

◇すぐに都の内部的な団体に転落（昭和 27 年）  都が基礎自治体を兼ねる 
＊区長公選廃止（区議会が都知事の同意を得て選任）、事務の限定列挙 

◇自治権拡充運動を背景に順次特別区の権限を拡大 
   ※昭和 40 年施行（福祉事務所の移管等） 
      「市」の事務の重圧で都の行政が麻痺≪単一自治体での対応限界≫ 

   ※昭和 50 年施行（区長公選復活、人事権移譲、保健所の移管等） 
       原則「市並み」＝ 事実上の基礎自治体 ⇒ 制度上は都の内部的な団体のまま 

◇都区合意のもとに国に制度改正を求め、ようやく特別区が法的に基礎自治体に 
※平成 12 年施行 ⇒都制のもとでの到達点 ≪二層制の実現≫ 

（参考）昭和 15 年当時 
東京府人口 7,354,971 人 
 うち区部 6,778,804 人 
      （92.2%） 
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（参考）特別区が求めた制度構想 

◇「二十三首都市」の方式（S25.12） 

 ○二十三特別区の名称を「首都市（仮称）」と改める。 

 ○二十三首都市の行財政については、一般市と同様にその自主自律性を確立する。 

 ○二十三首都市の区域は都の区域外とする。 

 ○二十三首都市は、その連合体（事務組合）を組織し、以下の事務を執行する。 

  ①二十三首都市の区域における警察、消防、交通、水道その他大都市的事務 

  ②二十三首都市の連絡調整に関する事務 

  ③二十三首都市の区域における府県の事務 

◇首都行政制度の構想（S36.5） 

 ○機能を異にする二種の地方公共団体を置く。 

  ①特別区は、名称を特別市と改め、その性格を基礎的地方公共団体とし、権能は大都市

の一体性保持に必要な事務を除く一般市の事務とする。 

  ②都は、包括的地方公共団体とし、特別市を包括し、概ね府県と同様の性格を与え、府

県本来の事務のほか、「大都市としての特殊性により特別市の処理できない事務また

は処理することが適当でない事務」及び連絡調整の事務を併せ行う。 

 ○都と特別市及び特別市相互間の調整と協力が必要である。 

 
○平成 12 年改革は、都区間の役割分担、財源配分の原則を法定し、東京大都市地域に広域自

治体と複数の基礎自治体の二層制を確立 

 
※昭和 50 年以降の主な動き 

   S56. 8 「『特例』市の構想」（特別区政調査会） 
   S59. 6 「新しい都制度のあり方」（都制度調査会） 
   S61. 2 「都区制度改革の基本的方向」を都区合意 
   S61.11  「特別区制度の改革をめざす１万人の集い」開催 
   H 2. 9 「都区制度の改革に関する答申」（第 22 次地方制度調査会） 
   H 4.10 「都区制度改革に関する中間のまとめ」を都区間で確認 
   H 6. 1 「新しい 23 区実現大会」開催 
   H 6. 5 「特別区における清掃事業の実施案」を都が提示（処理・処分も責任） 
   H 6. 9  「都区制度改革に関するまとめ（協議案）」を都区合意 
   H 6.12  都区で自治大臣に法改正を要請 
   H10. 5  地方自治法等の一部を改正する法律公布（H12.4.1 施行） 
   H12. 3 「都区制度改革実施大綱」決定（都区協議会） 
   H12. 4  都区制度改革施行 
 
○都区制度は、都区間の認識次第で諸刃の制度 
  ※法の原則を踏まえて都区間の協議により運用（認識が一致しないと協議に限界） 

○都区間の協議は、法定の都区協議会をはじめ、様々な態様で実施 
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２ 平成 12 年改革の意義 

 

平成 10 年 5 月に公布され、平成 12 年 4 月に施行された地方自治法改正では、自治体と

しての都と特別区の法的位置付けを初めて明確に規定しました。 
東京大都市地域において、都は府県と市の両方の性格を併せ持つという二重の性格が払拭

され、特別区を包括する「広域の地方公共団体」として位置付けられる一方、都の内部的な

団体とされてきた特別区は、第一義的に直接住民に責任を有する「基礎的な地方公共団体」

であることが明文化されたのです。 
この改革により、都は、府県事務のほかに、一般的には市が処理する事務のうち、特別区

の存する区域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から都が一体的に処理するこ

とが必要であると認められる事務を限定的に行うこととされました。この都が処理する事務

以外は、特別区が一般市町村と同様に優先的に処理することとなりました。 
この役割分担の原則に基づき、清掃事業をはじめとする大幅な事務移管が行われました。 
財政面でも、市相当の財源のうち、都が処理する市相当の事務の財源及び特別区間の財源

の均衡化を図るための財源を都に帰属させ、それ以外の市相当の財源は特別区に帰属させる

観点から、税配分等の見直しが行われました。また、都区間及び特別区相互間の財政調整の

仕組みを法律上の財源保障制度として位置付け、都と特別区の役割分担に応じて財源配分を

行う原則が定められました。 
さらに、大都市制度としてのその他の特例についても、法定の協議組織である都区協議会

の運用改善をはじめ、都の内部団体的性格を払拭するための見直しが行われ、特別区は、名

実ともに東京大都市地域における基礎自治体としての地位を得ることとなりました。 
都区制度改革が施行された平成 12 年 4 月は、国と地方の関係を大幅に見直す地方分権一

括法が同時に施行されたときでもありました。特別区は、長年にわたる自治権拡充運動の成

果として、自治法上の「基礎的な地方公共団体」に位置付けられたと同時に、地方分権改革

によって強化された「基礎的な地方公共団体」の権限も獲得したのです。 

 
〇平成 12 年都区制度改革の概要 

◇特別区を東京大都市地域の基礎的な地方公共団体として法定 
   ・都は広域の地方公共団体、特別区は基礎的な地方公共団体として性格付け 
   ・都の内部団体性を問われる特例措置を廃止（事務調整条例制定権の廃止等） 
   ・二層制による大都市制度としての都区制度と身近な自治の確立 

 ◇都区の役割分担原則の法定 
   ・特別区優先の原則の明確化 

・都が大都市地域の行政の一体性確保の観点から行う「市」の領域の事務を限定 
・清掃事業、都に留保されていた教育委員会の事務等都から区への大幅な事務移管 

 ◇財政自主権の法的確立 
   ・可能な限りの税源移譲（入湯税等） 
   ・都区財政調整制度を法律上の財源保障制度として確立 
    （目的・調整財源・交付の基準等を法定化、総額補填・納付金制度廃止、役割分担に
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応じた都区間財源配分原則の明確化等） 
   ・都の内部団体性を問われる制度を廃止（起債制度等） 

 ◇都区協議会の存置 
   ・都区間の独立対等性担保のもとでの法定の協議システムとして存置 
 

 

 

 

 

○都区の思惑を超えた法改正内容 

  H6.9 都区制度改革に関するまとめ（協議案） ※改良型  特例を出来るだけ減らす 

   ・特別区を「基礎的な地方公共団体」に位置づけ 
   ・清掃事業等事務移管 
   ・税財政制度の改善（固有財源拡充、都区財政調整制度の改善、等） 
   ・特別区に関する特例措置の見直し 

 
⇒ H10.5 改正自治法  ※抜本改革  協議案だけでは区を「基礎」にはできなかった 

   ・都と特別区の役割分担原則の法定 
   ・都区財政調整制度の法定等財政自主権の確立 
   ・内部団体性の払拭と必要な調整措置の存置 （特例≠自治の制約） 
 

（参考）都と特別区との役割分担と財源配分について 
－平成 10 年自治法改正時の国会答弁にみる都区制度改革の趣旨－ 

 

【都区の役割分担の原則】 

＜地方自治法＞ 

（都と特別区との役割分担の原則） 

第 281 条の 2 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第 2

条第 5 項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務

のほか、同条第 3 項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大

都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区城を通じて都が一体的に処理するこ

とが必要であると認められる事務を処理するものとする。 

２ 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処

理するものとされているものを除き、一般的に、第 2 条第 3 項において市町村が処理するものとされて

いる事務を処理するものとする。 

３ 都及び特別区は、その事務を処理するに当たっては、相互に競合しないようにしなければならない。 

○政令指定都市制度では対応できない大都市地域に適用 
○大都市地域における身近な自治と行政の一体性を共に確保 
   ・複数の基礎自治体と広域自治体の特別な役割分担で対応  
   ・大都市制度としての特例（事務分担、税配分、財調制度）  
○役割分担、財源配分は、法定の原則の下に、都区協議で調整 
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（都区協議会） 

第 282 条の 2 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るた

め、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。 

  ２、３ (略) 

 

① 特別区は身近な行政を都に優先して行う 

「特別区は、一般の市町村と同様に、・・・住民に身近な行政を、・・・広域団体である都に

優先して行うという役割分担の原則が明確にされる」［鈴木行政局長（衆４／２、下村博文）］ 
 

② 都の｢市町村事務｣は限定される 

「特別区の存する区域を通じて一体的に処理することが・・・必要であると認められる事務

に限って都が限定的に事務を担当する、特別区はそれ以外のものを一般的に担う」鈴木行

政局長（衆４／７、太田昭宏） 
 

③ 法令に根拠のない事務の分担は、法の原則に沿って、都区の協議によって決まる 

「法令に根拠のない一般公共事務・・・につきましては、・・・二百八十一条の二の役割分

担の原則に沿って客観的に判断されるべきものでありますが、具体的には、都と特別区の

間の協議によって決まってくる」［鈴木行政局長（衆４／７、中島武敏）］ 
 

【都区の財源配分の原則】 

＜地方自治法＞  

（特別区財政調整交付金） 

第 282 条 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的

かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付す

るものとする。 

２ 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第 5条第 2項に掲げる税のうち同法第 734 条第 1項及び

第 2項（第 2号に係る部分に限る。）の規定により都が課するもの（※固定資産税、特別土地保有税、市

町村民税法人分）の収入額と（※中略：法人事業税交付対象額と固定資産税減収補填交付金の額）との合

算額に条例で定める割合を乗じて得た額で持別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができる

ように都が交付する交付金をいう。 

３ 都は、政令の定めるところにより、第 1項の特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に

報告しなければならない。 

４ 総務大臣は、必要があると認めるときは、第 1項の特別区財政調整交付金に関する事項について必要

な助言又は勧告をすることができる。 

（都区協議会） 

第 282 条の 2 （略） 

２ 前条第 1項又は第 2項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議

会の意見を聴かなければならない。   ３（略） 
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① 特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように調整税の一定割合を

配分する 

「都区財政調整制度は、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるよう

に都が交付するのだという・・・規定を置くことによりまして、・・・財源保障がされる」

「具体的には、この特別区に配分される割合が、もちろん事務事業の移管とかあるいは将

来の財政需要の変化に対応して変更される」［二橋財政局長（衆４／２、畠山健治郎）］ 

 

② 都に留保される事務の財源を都に留保する 

「都に留保される事務につきましては、本来的には市町村税をもって充てられるべき性格

のもので・・・そのために都と区の間で財源配分を適切に行う必要がございます。」 

 ［二橋財政局長（衆４／７、中島武敏）］ 

 

③ 配分割合は、都と特別区の｢市町村事務｣の分担に応じて、都区の協議に基づいて定める 

「調整三税を最終的に都と特別区で、分担する市町村の仕事に応じてどういうように分け

るかという調整割合、これは都区間の協議に基づいて条例で定める」「今後の事務の変動あ

るいは移管ということが行われます場合には、それに応じて都区間で適正に協議がされて、

必要な財源が調整割合の変更という形で担保されていく」［二橋財政局長（衆４／７、石井

紘基）］ 

 
○大都市地域に広域自治体と複数の基礎自治体による二層制の自治制度を確立 

⇒「基礎的な地方公共団体の要件」をクリア   特殊性はあっても市町村と同じ 

①地方公共団体としての独立性～内部団体性の払拭 
  廃置分合・境界変更や調整条例等の特例見直し、都区財政調整制度の法定 

②法制度上、住民に身近な事務を包括的に処理する位置づけ 
  役割分担原則の法定、一般廃棄物の処理等事務移管 

※憲法上の自治体？ ⇒市と同じ「基礎的な地方公共団体」 

※制限自治体？ ⇒制度上独立対等性を担保、一つの大都市制度の中での役割分担 
         ※他都市でも、水道、下水道、消防は府県処理や広域処理の流れ 
         ※中核市権限の中枢は保健所 

※一体性？ ⇒自治制度の単位＝東京大都市地域＝特別区の存する区域 
              「都区一体性」ではなく、大都市地域の行政の一体性 

○積み残しの課題（新制度施行時） 

①法定原則に基づく役割分担の明確化と安定的な財源配分の確立 
  ⇒「主要５課題」協議を経て「都区のあり方検討」へ 

②清掃事業従事職員身分切替えと可燃ごみの中間処理のあり方 
    ⇒平成 18 年 4 月身分切替え、中間処理は「当分の間」一部事務組合で 

S38 最高裁判決では否定 
当時は「基礎」ではなかった 
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３ 平成 12 年改革以降の動き 

 

(1) 都区間の財源配分 

平成 12 年改革の出発時点においては、法改正の趣旨に即した都区の役割分担に応じた財

源配分の整理についての都区間の合意が得られず、配分割合は、従前の 44％を基本に事務

移管その他の変動を加味して 52％とする決着が図られ、都区間の財源配分のあり方につい

ては、改革後に引き続き協議する課題として残されました。 
 しかし、その後の協議においても、都区間の協議が難航したことから、平成 18 年 2 月の

都区協議会において、財源問題についての当面の対応を整理した上で、今後の都区のあり方

について、事務配分、特別区の区域のあり方、税財政制度などを根本的かつ発展的に検討す

ることとなり、都区間の財源配分問題の解決は、その検討の結果に委ねることとなりました。 

 その上で、平成 19 年度以降の配分割合は、三位一体改革の影響と都の補助事業の区事業

への振替えを反映した 55％とし、都区のあり方に関する検討の結論が出るまでの間は、大

規模な制度改正や役割分担の変更等が無い限り、安定化させることとなりました。 

 その後、特別区の児童相談所の開設に伴う配分割合の見直しの協議の中で、令和 2年度に

開設する3区の所要額を算定することと合わせて、令和2年度から特例的に配分割合を0.1％

引き上げ 55.1％としたうえで、令和 4 年度に改めてあり方を協議することとなりました。

しかし、現在まで協議は整っていません。 

この財源配分の課題は、通常市が処理する事務のうち都が一体的に処理するものを明確に

しつつ、法に定められた原則に則った役割分担の明確化と役割分担に基づいた安定的な財源

配分の確立を目指すものです。そのことを通じて、住民に対する都区の行政責任の明確化を

図り、基礎自治体である特別区の行財政基盤の強化と都が広域的課題に専念できる体制を確

保し、都区の真のパートナーシップ確立による住民福祉の向上と大都市東京の発展を期する

ものです。 

この課題は現行制度下で未解決の最大の懸案となっており、平成 12 年都区制度改革は運

用面で未完の状態にあります。 

○平成 12 年改革における法改正の趣旨に則った財源配分は未完  都区制度改革は未完状態 

・平成 12 年改革（平成 10 年自治法改正）により、都区の二層制と特別区優先の役割分担・

財源配分原則が確立 
・都区の見解の相違で改革時に解決できず、改革後の課題に残した財源問題の協議でも、都

が一体的に処理する「市町村事務」の範囲をめぐる都区の見解が大幅にかい離 
・制度改革で目指した役割分担の明確化と住民に対する行政責任の明確化が達成できない

ままの状態 

○都区の役割分担に応じた配分割合の合意はかねてよりの懸案事項 

・都区の役割分担に基づく財源配分の整理は、昭和 50 年改革以来の懸案 
・平成 10 年自治法改正時に整理された考え方（注）に基づいて、都が、府県事務以外の、一

体的に処理する「市町村事務」の範囲を明示し、それをもとに都区の協議により財源配分

の整理を行うべきとするのが特別区の主張 
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・現在は、都区協議会の下に設置した「都区のあり方検討委員会」において、今後の都区の

あり方について、事務配分、特別区の区域のあり方、税財政制度などを根本的かつ発展的

に検討する途上にあり、都区の「大都市事務」（特別区の区域において市町村財源を充当

して処理する事務）の役割分担を踏まえた財源配分のあり方については、この検討を行う

中で、その結論に従い整理を図る扱い（ただし、検討は凍結状態） 

（注）平成 10 年自治法改正時に整理された考え方 
都が特別区の区域において一体的に処理する「市町村事務」は、特別区（基礎自治体）

優先の原則により限定され、法定の事務のほか、都区の協議で決められるべきものであ

り、その事務の処理に必要な限りにおいて都が特別区の区域の「市町村財源」を留保す

るという考え方 
                  都は、都区制度改革で定まった法の原則を否定 

（参考）平成 11 年当時の都の考え方（H11.9.17 第 21 回税財政検討会） 

「財調の仕組みは、改革後においても、区の側の需要と収入を計って必要額を都が交付する

ものであり、財調制度における都区間配分は、区の財源が足りていれば良く、残る財源は都

に留保されてしかるべきものである。都に留保されている大都市事務やその経費を区側に示

してその当否を特別区側と議論するようなことは、都として全く考えていない。都に留保さ

れた財源は都の一般財源であって、知事の予算編成権や都議会の議決権の範囲を越えるもの

ではなく、区のチェックを受ける考え方は持っていない。」   

 
○平成 12 年改革後の財源配分問題の協議が難航し、事務配分をはじめ、都区のあり方を再度

根本的かつ発展的に検討した上での解決を目指すことに 

 
 
財源配分問題（主要 5 課題）協議 
   改革時に解決できず 

◇平成 12 年度の財源配分は、S51～H11 の配分割合（44%）＋清掃移管等変動経費（8%）＝52％

で仮決着 

  ※＜44%＞の妥当性（都区の役割分担に見合っているか）の検証は未決着 
   ⇒「主要５課題」協議へ 
 
◇財源配分に係る５つの課題を都区で確認し、平成 17年度までに協議することに 

＜主要５課題＞ 

①今回財源配分に反映させない清掃関連経費については、区の財源配分に反映させる課題

として整理し、都の実施経費を踏まえて平成 17 年度までに協議する。 

 ＊都に留保した清掃関連経費＝清掃工場建設の償還費等（745 億円、配分割合５％相当） 

②今後の小中学校の改築需要急増への対応について、実施状況等を踏まえて協議する。 

 ＊H10 財調協議：繰り延べ問題決着時の懸案 ＊H18 以降 20 年間で 2 兆７千億円の規模 
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③今回の配分割合は、清掃事業について一定期間特例的な対応を図ること等をふまえたも

のであり、都区双方の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方については、

今後協議する。 
 ＊「都区制度改革に関するまとめ（協議案）」の懸案 ＊最大の課題 

 ＊改正自治法の規定に則った配分（都の「市」の事務は限定、その限りで財源を都に留保） 

④都市計画交付金について、都区双方の都市計画事業の実施状況に見合った配分が行われ

るよう検討する課題とする。 
＊「都区制度改革に関するまとめ（協議案）」の懸案 

＊都市計画税１千９百億円の 8％のみ（都区の実施状況では区が 2 割）（当時） 

⑤清掃事業の特例的な対応が終了する平成 17 年度の時点で配分割合の見直しを行うこと

は当然として、それまでの間、大きな制度改正やどうしても対応できない事態が発生し

た場合には、配分割合の変更について協議を行う。 
 ＊結果として三位一体改革への対応  

◇三つの都区検討会での検討（H15.3～H17.7）の後、都区財政調整協議会の集中検討（H17.7～

H17.10）を経て、平成 18年度都区財政調整協議へ 

◇都の事務のうち「市」の財源を充てるべき範囲をめぐって、都区の見解は大幅にかい離し、

他の課題も協議は難航    金額にして５千億円規模のかい離（都案は府県事務混入） 

都案：236 事業、1 兆 2 千億円 区案：33 事業、6 千 8 百億円（平成 15 年度決算） 
 ※都は、「都が行う大都市事務」の範囲を拡大解釈（政令指定都市の事務ほか） 

都の主張の要点   
自治法は、大都市事務の範囲や財源の使途を具体的に規定していない。特別区の区域の膨

大な行政需要や税収の大きさ等を考えると、都が行う大都市事務の範囲は、「一般的に市町

村が処理する事務」に限定されず、少なくとも政令指定都市の事務を含む。政令指定都市は、

市の財源で賄っている。 

区の主張の要点 
自治法は、都の事務を「府県事務」と「一般的に市町村が処理する事務のうち、都が一体

的に処理する必要がある事務」に区分して規定している。「一般的に市町村が処理する事務」

の一部を都が行うために市町村財源を留保するというのが法の趣旨であり、都が行う大都市

事務の範囲は限定される。政令指定都市の事務は、指定がない限り「府県事務」であり、府

県財源を充てるべきである。都の府県財源は、それを賄う規模を持っている。 

◇主要５課題協議の決着を目指し、都議会、区議会を巻き込みつつ、区長会正副会長と都副知

事の直接交渉等を重ねた結果、都区のあり方検討で仕切り直しをすることに 

・新たな検討組織を設け、事務配分、特別区の区域のあり方（再編等）、税財政制度等、今

後の都区のあり方について根本的、発展的に検討 

  ・その結論に従い、役割分担を踏まえた財源配分を整理 

  ・配分割合は、暫定的に決着 
（H19～ 三位一体改革の影響（2%）及び都補助振替（1%）を反映させ 52%⇒ 55%に） 
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（参考）H18.1.31 都区協議会でのとりまとめ 

１ 今後の都区のあり方について、事務配分、特別区の区域のあり方（再編等）、税財政制度

などを根本的かつ発展的に検討することとし、協議が整い次第、このための検討組織を都

区共同で設置する。 

  都区の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方については、この検討を行う

中で、その結論にしたがい整理を図る。 

２ 平成 18 年度都区財政調整協議において、清掃関連経費及び小中学校改築に係る課題を

整理することとし、都は財政調整交付金とは別に 200 億円（注：小中学校改築に係る過去

（H12-17）の需要分）の特別交付金を平成 18 年度に限り設ける。 

  特別区都市計画交付金については、対象事業に市街地再開発事業（再開発組合等への助

成）を追加する。 

３ 「三位一体改革の影響」への対応として都から提案された調整率の 2％アップ（19 年度

以降）については、影響の全体像を見極め、平成 19 年度財調協議において合意できるよ

う努力する。 

 
（参考）平成 19 年都区財政調整方針 H19.1.31 都区協議会 

１ 三位一体改革による特別区民税の減収及び国庫補助負担金削減の影響に係る都区財政

調整上の対応については、配分率を２％アップすることとする。 

２ 都区のあり方検討が開始され、東京都から特別区への更なる事務移管等の方向が出され

たことを踏まえ、先行的に東京都の補助事業の一部を特別区の自主事業とし、配分率を

１％アップすることにより、特別区の自治の拡充に資する。 

※このほか、交付金総額に対する特別交付金の割合を 2％から 5％に変更 

 

都区財政調整「主要5課題」協議決着の構図

都市計画交付金

（実施状況に見合った
都市計画税の配分）

主要５課題

◎特別交付金２００億円

⇒H18年度限り
財調外で別途措置

◎交付対象事業の追加

市街地再開発事業
（再開発組合等への助成）

◎Ｈ１９年度協議結果
＜当面の配分割合＞

52％ ⇒ 55％
（１％は都補助振替）

過去の清算分 【今後の課題】

◎新たな検討組織の設置

◇都区の事務配分、特別区の区域のあり方（再編等）、
税財政制度 などを根本的かつ発展的に検討

◇財源配分のあり方はその結論に従い整理

H１８年度財調協議での整理

※小中学校改築に係る過去
（Ｈ12－17）の需要分

◎H１９年度財調で継続協議

「合意できるよう努力する」ことを確認

○平成26年度に清掃工場
等整備に係る都債償還
が終了することを踏ま
えた、当該財源の取扱
い等

○小中学校改築等経費に
係る改築単価、改築規
模等の改善、改築ピー
ク期への対応 等

○都市計画事業の実績に
見合った交付金総額の
拡大、交付率弾力化等

大都市事務

（都区の役割分担を踏まえた
財源配分のあり方）

清掃関連経費

（財源配分に反映されて
いない経費の取扱い）

小中学校改築等経費
（今後の小中学校の

改築需要急増への対応）

※別途、２３区間の配分を区側が主体的に調整する仕組みを協議

◎ 都区のあり方
検討委員会設置

（H19.1～検討開始）

三位一体改革の影響

⇒配分割合変更による対応

平成１２年
改革の

積み残し

いずれの課題も未解決 ⇒議論のステージを転換 
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〇都区のあり方検討委員会・同幹事会が検討を開始（次項「都区のあり方検討」参照） 

                     H19.1～ 

〇特別区が児童相談所を設置することに伴う配分割合の見直しについて、特例的な対応として

0.1％増加させたうえで、令和 4年度に改めて協議することに 再び配分割合が争点 

（参考）令和 2年度都区財政調整方針 R2.1.28 都区協議会 

都区財政調整は、基準となる財政上の需要と収入の差を普通交付金とする仕組みであり、

都区間の配分割合は、中期的には安定的なものを定める必要がある。 
しかしながら、配分割合に関しては、児童相談所の運営に関する都区の連携・協力を一層

円滑に進めていく観点から、今回、特例的な対応として、特別区の配分割合を令和 2年度か

ら 0.1％増やし、55.1％とする。 

今回の特例的な対応により変更した分も含め、令和 4年度に、配分割合のあり方について、

改めて協議することとする。 

 

（参考）特別区の児童相談所設置に伴う財源配分協議について 

・特別区の児童相談所設置に伴う配分割合変更をめぐる協議が整わないため、令和5年度都

区財政調整に関する都区合意がなされないままの状態（令和5年5月15日現在）。 

・1月27日に都の予算原案が発表されたが、都区財政調整に関する協議の都区合意がなされ

ないまま発表されたのは、平成18年以来17年ぶり。新年度に入る前に都区財政調整条例の

改正が行われなかったのは、昭和54年以来44年ぶりとなる異常事態。 

・都区財政調整の配分割合は、都が市町村事務とされるものの一部を担っていることを踏ま

えて、都区の役割分担に応じて市町村税源を分け合うためのものであり、特別区の所要額

の積み上げによって定めるものではなく、都区間の役割分担に応じて定め、役割分担等の

変更に応じて変更されるべきもの。 

・その際、配分割合については、税財政制度の変更や役割分担の変更等の事由が生じた場合

に変更を行うこととし、税の自然増減等による変動については、都区双方がそれぞれの財

政運営に責任を持つとすることで、中期的に安定的なものとすることを平成12年都区制度

改革時に都区が合意。 

・役割分担に応じた財源配分によって特別区総体の財源保障を行ったうえで、その財源をも

とに、特別区間の財源の均衡化が図られるよう、区ごとの基準財政需要額と基準財政収入

額を測定して特別区財政調整交付金を交付し、各特別区の財源保障を行うのが、都区財政

調整の基本的仕組み。 

・これは、平成12年都区制度改革において、自治法上に都区の役割分担の原則と都区財政調

整制度が法定された際に定められた法の原則であり、都が認める範囲で特別区の財源を保

障すれば足りるとする従来の考え方を否定し、特別区が都の内部団体的位置付けから脱却

し、基礎的な地方公共団体となるための要件となったもの。 

・こうした法の原則と都区の合意事項を踏まえ、特別区の児童相談所設置により都区間の役

割分担が大幅に変更されることに伴い、都区制度改革時の都区合意に従って配分割合を変

更し、設置区の所要額に見合う財源を確保すべきであるというのが特別区の主張。  
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・これに対し、都は、特別区の児童相談所設置は大幅な役割分担の変更には当たらず、また、

配分割合を変更しなくても財源は足りていると主張。 

・しかし、児童相談所は、深刻化する児童虐待問題等に対処する児童相談行政の中核となる

機関であり、設置区において法令に基づき都からその権限が移譲されることは、それ自体

大幅な役割分担の変更となるもの。しかも、設置区は令和５年度に８区となり、令和８年

度には半数を超える１２区となることが計画されており、その後も順次増えていく予定。 

・また、配分割合を変更しなくとも財源は足りていると主張することは、都から特別区への

役割分担の変更によって生ずる所要経費を、都から移すことなく、都の采配で特別区の固

有財源である既定の財源の中に押し込むということであり、特別区を都の内部団体として

扱うのと同義。長年の都区の取組みによって実現した都区制度改革の成果を無にするも

の。 

・このまま合意できない状態が続けば、特別区の行政運営に深刻な影響を及ぼす事態となる

だけでなく、将来にわたって都区制度の運用にも支障がでることが懸念。さらに、児童相

談行政に関する都区の連携にも影響。 

・そもそも、令和2年度に配分割合を0.1％増やしたのは、特別区の児童相談所の実績が検証

できない中でも、配分割合を動かすことによって解決の方向を示し、令和4年度に改めて

設置区の実績を踏まえた協議を行うことで合意点を見出すという都区双方の意思表示で

あったはず。  

・当時、都区の合意を受けて、都が条例改正案を上程し、都議会が議決したことはきわめて

重い意味を持っていることも斟酌すべき。 

・一刻も早く、平成12年都区制度改革で確立された法の原則と都区の合意事項に沿った解決

が図られるべき。 

(2) 都区のあり方検討 

平成18年2月の都区の合意を受けて、都区のあり方検討委員会及び幹事会が設置され、平

成19年1月から検討が進められました。 

事務配分の検討では、府県事務を含めた都の事務のうち、内部管理事務等を除く検討対象

事務444項目について、都区いずれが担うべきかの検討が行われ、平成23年1月までに、53項

目の事務が「区に移管する方向で検討する事務」として整理されました（今後の取扱いにつ

いては、都が、特別区の区域の再編議論抜きに進められないとして、未定となっています）。 

また、特別区の区域のあり方の検討では、都から資料や論点等が示され、区からも資料や

参考論点等を示したものの、都が、事務配分の検討とセットで検討すべきであり、再編を含

む区域のあり方について議論が必要としたのに対し、特別区は、区域の再編の問題はそれぞ

れの区が主体的に判断すべきものであり、事務配分の議論の前提となるものではないとして

都区双方の議論がかみ合わず、特別区の区域の議論の前に、都区のあり方検討とは別に、将

来の都制度や東京の自治のあり方について、学識経験者を交えた、都と区市町村の調査研究

の場を設けることとし、その結果を待って、必要に応じて議論することとなりました。 
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これを受けて、「東京の自治のあり方研究会」が設置され、平成21年11月から検討が進め

られ、平成27年3月に、地域別の将来人口推計（500m メッシュ）等のデータに基づき、地域

ごとの課題を踏まえた最終報告がとりまとめられました（この報告を受けた後の都区のあり

方検討の取扱いについても、未定となっています）。 

税財政制度の検討については、区から論点を提示したものの、具体的な議論を行う状況に

至っていません。 

 
○区長会正副会長と都副知事全員による「都区のあり方に関する検討会」（H18.5～H18.10）で

の検討の方向の整理を踏まえ、「都区のあり方検討委員会・幹事会」を設置し、平成 19 年 1

月から検討を開始 

＜都区のあり方に関する検討会のまとめ内容＞ 

○大都市の一体性確保のために都が行う必要があるとされた事務を除き、都から特別区への

事務移管を更に進めるべきである。 
○再編を含む区域のあり方について、議論が必要である。 
○税財政制度のあり方については、今後の検討課題の議論の推移を踏まえて最終的に整理す

る。 

 

 

○平成 23 年度までに、都の事務の「仕分け」（都区いずれが担うべきかの検討の方向付けの整

理）が終了 ＜444 項目＞  府県事務を含めてほぼ全ての事務を対象 
※区に移管：53  都区の役割見直し：30  引き続き検討：101 

   都に残す：184  検討対象外：75  税財政制度の課題：1 

・今後の対応は、都が区域の再編議論抜きに進められないとして、保留状態 
・当面、都区のあり方検討とは別に児童相談所のあり方等を検討することに 
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※移管すべき事務の選定基準 

＜基本的方向＞ 

〇都は、広域自治体として、大都市東京のさらなる発展を支えるための施策の展開にできる限り特化 

〇特別区は、基礎自治体として、より幅広く地域の事務を担う 

(１)各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどう   

  か 

(２)都から特別区に移管することにより、事務効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事

務かどうか 

(３)人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか 

(４)事業規模や施設の規模・配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか 

(５)大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが

必要な事務かどうか 

(６)法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか 

(７)その他特段の事情があるかどうか 
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○特別区の区域のあり方をめぐっては、都が、事務配分の検討とセットで検討すべきであり、

再編を含む区域のあり方について議論が必要としたのに対し、特別区は、区域の再編の問題

はそれぞれの区が主体的に判断すべきものであり、事務配分の議論の前提となるものではな

いとして噛み合わず  
                                都の説明は、都区制度の特質から見て説得力無い 

＜都が示した「検討の視点」＞ 

〇生活圏拡大の視点⇒生活圏に比べ区域が狭いため行政サービスの受益と負担が不一致 

〇行財政基盤強化の視点⇒事務の効率的な執行の必要性から規模拡大の要請が働く 

〇行政改革推進の視点⇒人口規模が小さい場合や区域が狭い場合、行政運営が非効率 

〇税源偏在是正の視点⇒特別区の行財政基盤を強化するためには税源偏在の是正が必要 

＜区が示した参考論点（抜粋）＞ 

○生活圏に比べて区域が狭いと言っても、特別区だけの問題ではなく、東京圏全体の問題であ

り、生活圏と行政区域を一致させるとすれば、基礎自治体の再編よりも広域自治体のあり方を

議論すべきではないか。 

○特別区は、一定の規模や行財政能力を有しており、都区財政調整制度による財源の均衡化

も含めて考えれば、今後の分権改革の中で基礎自治体に期待される役割を担えるだけの受

け皿を持っており、通常言われている合併のメリットは働きにくいのではないか。 

○特別区の区域はひとつの大都市地域として形作られてきた沿革から、個々の区域ごとに見れ

ば財源が偏在しているのは当然のことであり、再編によって偏在を是正することはできないの

ではないか。  

○財源偏在を是正する手段として都区財政調整制度があり、特別区の区域全体で受益と負担

のバランスを保ちつつ、行政水準の均衡化が図れているのではないか。 

○基礎自治体の行政は、住民の身近なところでより多くのサービスを効率的に提供することが基

本であり、行財政運営の創意工夫や自治体間の相互補完、民間活動との連携等の方策も含

めれば、区域の再編が不可欠とは言えないのではないか。 

≪都の考え≫ 事務配分の検討の途中から 
都区の事務配分の検討と特別区の区域のあり方の検討はセットで検討すべきである。

都の事務配分の評価は、特別区が人口 50 万人以上の規模となった場合を想定した評価

である。区側が区域の再編の議論に応じないため、都区のあり方検討は中断。 

≪区の考え≫ 
区域の再編の問題は、それぞれの区や地域のあり方に係わるものであり、23 区が統

一的な見解を持ちうる性格の問題ではなく、今回の都区のあり方検討を通じて、都区の

役割分担のあり方を整理した上で、それぞれの区が基礎自治体としての自らのあり方を

構築する中で主体的に判断するものである。 

※区域再編が事務配分の前提となる理由は無い。 
※都から様々な資料、論点の提供や説明を受け、区からも資料、参考論点を示し、都から

の質問に回答しており、論点は出尽くされている。  これ以上何を？ ブレーキ？ 
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○現在は、特別区の区域の議論の前に、将来の都制度や東京の自治のあり方の議論が必要であ

るとして、都と区市町村による調査研究を行い、最終報告をまとめたところで止まっている

状態 

（参考）都区のあり方検討委員会から幹事会への下命事項（H21.2.2） 

特別区の区域のあり方については、引き続きの課題とするが、当面、都区のあり方検討と

は別に、将来の都制度や東京の自治のあり方について、学識経験者を交えた、都と区市町村

共同の調査研究の場を設けることとし、その結果を待って、必要に応じ議論する。   

※H21.11～H27.3「東京の自治のあり方研究会」 
    都区市町村実務者＋学識経験者で構成、H27.3 に最終報告 

（参考）東京の自治のあり方研究会「最終報告」（H27.3）の概要 
 

＜人口動向を踏まえた地域ごとの将来の姿と課題＞ ※2050 年までの変化を想定 

高齢者の急激な増加と高齢化の進展  
・今後高齢者、特に 75 歳以上人口が著しく増加。生産年齢人口の減少もあり、人口構成や財政

環境の変化に伴い、今後、現在の行政サービス水準の維持・存続が困難となる地域が発生する

ことが予想 

高齢者単身世帯と空き家の急増  
・全世帯のうち高齢単身世帯が約２割、高齢者のみ世帯も含めると約３割を占める予想 

・空き家数が倍増し、空き家率は多くの地域で 2 割を超えると予想され、地域コミュニティの維持・存

続が困難となるおそれ 

東京における少子化の更なる進展 
・東京はもとより、全国の大都市で人口集中・低出生傾向。大都市における低出生傾向の改善が図

られなければ、人口減少の根本解決にならず、東京と地方はともに「消滅」しかねない 

＜今後の東京の自治のあり方の方向性＞ 

○ 2030 年頃まで、東京の人口構造は比較的穏やかに変化、危機的な状況への認識の遅

れを懸念 

○ 都内には、都市部を中心に小規模面積の自治体が数多く存在。人口規模・地域特性は

多様。こうした特性を踏まえ、東京の自治のあり方を検討する必要 

都と区市町村の役割分担のあり方  
・人口減少社会の到来等、東京を取り巻く実態を踏まえ、役割の担い方について十分な議論

が必要 
・事業の性質や各地域が抱える課題を考慮した都と区市町村の役割分担の検討が必要 
・基礎自治体間の連携、広域自治体による事務の補完等も含めた検討が必要 
・地域特性を踏まえ、互いの強みを生かした自治体間連携も有効 
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住民自治（自治の担い手）のあり方 
・地域の担い手の減少に対し、担い手を育成しつつ、コミュニティの再構築や、地域の様々

な活動主体との協力による新しいコミュニティの形成を支援していくことが必要 
・増加する空き家を新たな行政需要への対応等に積極的に活用していく視点が必要 

効率的・効果的な行財政運営のあり方 
・大都市の膨大な行政需要を踏まえた国による地方財源の確保が不可欠であるが、まずは、

都と区市町村による主体的な対応検討が必要 
・変化増大する行政需要に対し、既存の行政体制の維持存続にとらわれず早急な見直しの検

討が必要 
・各区市町村は、危機的な状況に陥る前から、合併、共同処理、相互補完、機能分担等、多

様な選択肢について、主体的に検討、判断していく必要 
・地理的状況、人口規模、人口・産業の集積状況、地域の連坦、面積等地域特有の状況を踏

まえ、合併・連携等の多様な選択肢の中で、より有効な手段について、関係自治体間の議

論が重要 

 

（参考）東京の自治のあり方研究会最終報告に対する区長会の考え方 

「研究会報告は、各区で今後議論する際の参考として受け止める。 

 特別区の区域のあり方については、都区間で直ちに検討が必要との提言にはなっていない

という理解である。従来どおり、各区が主体的に判断する課題として、都から具体的に提

案があった場合に対応する。」 

    （H27.10.16 第 34 回大都市制度部会・政策課題部会合同会議での部会長まとめ） 

 
○税財政制度の検討は、区から論点を示したが、事務配分等の議論の推移を踏まえて議論する

扱い  

＜税財政制度について区が示した論点＞ 

○財源の移譲に関する指針の整理 
(１)事務移譲に応じた財源の移譲（当該事務の執行に充てられていた金額と等しい財源の移譲） 

(２)事務の性格に応じた財源移譲の方法 

（財調交付金配分率、事務処理特例交付金、都市計画交付金） 

○財源移譲後に想定される課題の整理 
(１)特別区の主体性の強化（協議のあり方、政策税制協議、調整税の会計上の取扱い） 

(２)法令改正を伴う事項の検討（税源移譲、税制改正等を踏まえた財調制度の見直し等） 

 
〇都区のあり方検討の今後の対応は、都が、区域の再編議論抜きに進められないとして、

保留状態が続いているが、区長会は、区域再編の問題は事務配分の議論の前提となるも

のではないとして、協議の再開を繰返し要求 
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(3) 児童相談所設置自治体の拡大 

都区のあり方検討委員会で事務配分の検討を行う中で、都内における児童虐待死事件等の

発生や児童虐待相談件数の増加を背景に、児童相談行政のあり方について、都区間の連携や

体制等について、幅広く検討すべき課題として、都区のあり方検討委員会とは切り離して、

都区間で協議をしていくことが、平成23年12月に確認されました。 

これを受けて、都区の実務者で構成する「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検

討会」が設置され、平成 24 年 2 月から検討が進められましたが、特別区が求める児童相談

所の移管については大きな進捗が見られない中で、平成 28 年 5 月、児童虐待について発生

予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るための「児童福祉法等の一部を改正

する法律」が成立し、同年 6月に公布されました。 

この改正により、平成29年4月以降、政令で定める特別区が児童相談所を設置できるよう

になり、併せて、政府が、法施行後5年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置

できるよう必要な支援を実施することとされました。 

法改正を受けて、22の区が児童相談所の設置に向けて検討を進めることを表明し、準備の

整った区から順次開設していくこととして、平成29年6月から、設置予定時期が早い3区（荒

川区、世田谷区、江戸川区）の児童相談所設置計画案について、都によるモデル的な確認作

業が行われ、その経過を設置希望区にフィードバックしながら設置準備が進められてきまし

た。また、平成30年5月から、都区間で、児童養護施設等の入所や一時保護に関する広域調

整に係る検討が行われました。 

一方、令和元年度から、特別区に児童相談所が設置されることも視野に入れつつ、東京全

体の児童相談体制のあり方に関する都と区市町村合同の検討会が設置され、検討が行われて

います。 

現在、世田谷区と江戸川区（令和2年4月）、荒川区（令和2年7月）、港区（令和3年4月）、

中野区（令和4年4月）、板橋区（令和4年7月）及び豊島区（令和5年2月）が児童相談所設置

市となっています。令和5年度中の設置を予定している葛飾区（10月）のほか、後続の区に

おいても、円滑な移行に万全を期するため、都との調整をはじめ検討が進められています。 

 

○児童相談行政のあり方について都区間で検討会を設置して検討中に、児童福祉法の改正で、

特別区が政令指定により児童相談所の設置が可能となり、準備が整った区から設置すること

で取組み中 

※児童相談所設置区と設置予定区（令和 8 年度予定まで） 令８で半数を超える 

  ◇令和 2 年度 世田谷区、江戸川区（4 月）、荒川区（7 月） 
◇令和 3 年度 港区（4 月） 

 ◇令和 4 年度 中野区（4 月）、板橋区（7 月）、豊島区（2 月） 
  ◇令和 5 年度 葛飾区（10 月） 

◇令和 6 年度 品川区（10 月） 
◇令和 7 年度 文京区 
◇令和 8 年度 北区、杉並区 
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※特別区の児童相談所設置に係る主な経緯 

 ・昭和 61 年 2 月の「都区制度改革の基本的方向」の中で、児童相談所に関する事務の移譲

を都区で合意したものの、その後の国との調整の過程で、政令指定都市の事務の移譲は困

難との見解が示され、断念 
 ・平成 20 年 6 月、都区のあり方検討委員会幹事会において、区に移管する方向で検討する

事務とすることで一致 
 ・平成 22 年 6 月、都区のあり方検討委員会幹事会において、児童相談所のあり方について、

他に先行して実務的な検討の場を設けて議論を進めることを区側から申し入れ 
・平成 23 年 12 月の都区のあり方検討委員会において、児童相談行政のあり方について、都

区のあり方検討委員会とは切り離して別途整理していくことを確認 
・都区間の連携や体制等について幅広く検討する趣旨で、平成 24 年 2 月から「児童相談所

のあり方等児童相談行政に関する検討会」で検討開始 
（平成 25 年 1 月 18 日の検討会で、「現行の役割分担の下での課題と対応策」の検討結

果を確認した後、体制のあり方の検討に向けて、特別区が「児童相談所移管モデル」

を策定し（H25.11）、これをもとに検討を続けた（～H27.11）ものの大きな進捗がな

い中で、国の専門委員会で特別区に児童相談所設置の方向が浮上） 
 ・第 30 次地方制度調査会答申（H25.6.25） 

「都から特別区に移譲すべき事務としては、例えば児童相談所の事務などが考えられる

が、専門職を適切に確保する等の観点から小規模な区の間では連携するといった工夫

を講じつつ、移譲を検討すべきである。」 
 ・児童福祉法改正（H28.6.3 公布）  必置を都と中核市が反対 
   ・政令で定める特別区は、児童相談所を設置するものとする。（H29.4 施行） 
   ・法施行後５年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置することができるよ

う、支援等の必要な措置を講ずる。   設置自治体拡大の方針  
     ステージが変わった  22 区が設置に向けた検討を表明  都もしぶしぶ協力 

※平成 28 年児童福祉法改正後の主な取組み    

  ・特別区児童相談所移管準備連絡調整会議の設置 
  ・児童相談所の設置に係る国、都への支援・協力要請 
  ・社会的養護（里親、入所施設等）の関係者等との協議 
  ・児童相談所移管に係る諸課題の検討 
  ・児童相談所開設に向けたロードマップの作成 
  ・児童相談関連共同研修の実施（法定研修、関連研修） 
  ・児童相談所職員の確保に向けた採用制度の見直し 
  ・児童相談所等への職員派遣（東京都、近隣自治体等） 
  ・都による設置予定区の児童相談所設置計画案のモデル的確認作業の実施 
  ・特別区児童相談所の設置に向けた広域調整に係る都区検討会での協議 
  ・児童相談所設置市の政令指定に向けた厚生労働省との協議 
  ・都と区市町村による東京都における児童相談体制等検討会での検討 
  ・児童虐待防止対策に係る体制強化のあり方に関する国と地方の協議の場での検討 
  ・児童相談所関連経費に係る都区財政調整協議 

〇都児相のサテライトオフィス 

（R2練馬、R3台東・中央、 

 R4 渋谷） 

〇練馬区に都児相新設予定 

 （R6.4 以降開設予定） 
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(4) 特別区制度調査会 

特別区長会は、（財）特別区協議会に設置された特別区制度調査会（会長：大森彌東京大

学名誉教授）に、都区制度改革後の特別区のあり方についての調査研究を依頼しました。調

査会は、平成15年10月から検討を開始し、平成17年10月の第１次報告を経て、平成19年12月

に「『都の区』の制度廃止と『基礎自治体連合』の構想」という第２次報告をまとめました。 

この報告は、特別区が名実ともに住民に身近な政府として自らを確立するためには、「大

東京市の残像」を内包する「都の区」の制度から離脱し、特別区の区域における「行政の一

体性」の観念から脱却して、分権時代にふさわしい新たな基礎自治体間の関係を構築する必

要があるとしています。 

このため、都が、通常基礎自治体が行う事務の一部を処理することや、都区間の財政調整

を行う特例を廃止して、特別区（名称を「東京○○市」に変更）が、対等・協力の相互補完

関係で事務の共同処理や財政調整等を行う「基礎自治体連合」の仕組みを活用しながら、東

京大都市地域における全ての基礎自治体の仕事と財源に責任を持つ仕組みに改めることを

提言しています。 

特別区長会は、特別区（基礎自治体）優先の原則に則った東京大都市地域の自治の確立に

向けて、現行制度の下での運用改善を優先しつつ、地方分権改革や都区のあり方検討の動向

等を踏まえながら、さらに検討を深めることとしています。 

○特別区優先の原則の下での東京大都市地域の自治の確立が課題 

     区長会が学識経験者に調査研究を依頼 

○調査会は、都区の協議に解決を委ねる現行制度の限界を乗り越える制度を提案 

 ⇒都は府県に純化、基礎自治体の領域は共同処理や財政調整を基礎自治体連合で行うこと

も含め全て特別区（東京○○市）が担う 

 ⇒「基礎自治体連合」は、基礎自治体間で協議し、住民投票により承認された憲章の下、

地域の実情に合わせた多様な自治の選択を可能にする制度 

○選択肢は現行都区制度の下での改革か「基礎自治体連合構想」のいずれか 

⇒当面は、現行都区制度の下での改革を優先 

（参考）第二次特別区制度調査会報告（H19.12.11）のポイント 

～「『都の区』の制度廃止と『基礎自治体連合』の構想」～ 

◇改革の基本的な考え方 

・東京大都市地域において、基礎自治体優先の原則に立った分権改革をさらに進めること

が必要 

・特別区が名実共に住民に身近な政府として自らを確立していくためには、「大東京市の

残像」を内包する「都の区」の制度から離脱することが必要 

⇒東京大都市地域における広域自治体と基礎自治体の役割をさらに明確に区分し、都が

法的に留保している市の事務と現在都が課している市の税等のすべてを特別区（「東京

○○市」）が引き継ぎ、都区間で行っている財政調整の制度を廃止 
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・「行政の一体性」の観念から脱却し、分権時代にふさわしい新たな基礎自治体間の関係

を構築することが必要 

◇「基礎自治体連合」の構想 

・「都の区」の制度廃止後の東京大都市地域の基礎自治体は、「東京○○市」として実現 

・基礎自治体横断的な関係は、新しい「対等・協力」の形であり、法的根拠を有する「基

礎自治体連合」として設計 

・「基礎自治体連合」は、基礎自治体間で協議し、各議会の議決を経て、住民投票により承

認された憲章の下に、地域の実情に合わせた多様な自治の選択を可能とする新たな制度 

※憲章⇒事務配分（都から引継ぐ事務のうち「対等・協力」関係で処理する必要がある事

務）、徴税、財政調整などの具体的な「対等・協力」関係の内容を定める 

・「東京○○市」間の財源の均衡化をはかるため、「対等・協力」の関係のもとでの自主的

な財政調整を行う税財政制度を設置 

・「基礎自治体連合」は、それぞれの地域の実情に合わせた多様な自治システムの選択を

拓いていくという意味で、他の地域にも適用可能 

◇第二次報告のおわりに 

・まず平成 12 年改革による都区の役割分担、財源配分の原則を実現し、その上で各特別

区が区域問題に自主的に取組むことが順当な道筋 

・都が市の機能を内包したまま「州」になることは考えにくく、「基礎自治体連合」は、道

州制が導入される場合であっても対応できる制度 

・「都の区」の制度が廃止されれば、都の首都としての役割は消失するため、東京○○市の

連合又はいずれかの東京○○市が担うことも可能 

・当面、特別区優先の原則を徹底し、都区の役割分担を整理することは、平成 12 年改革

の趣旨の実現及び今後の改革の方向にも合致 

・行政需要の違いと著しい財源の偏在を自らの手で調整するには、これまで培ってきた「互

譲・協調」精神と、自主・自立への確固たる決意が必要 

 

(5) 地方分権改革の流れの中で 

平成 5 年の衆参両院決議を受けて進められてきた地方分権改革は、平成 12 年 4 月に施行

された第一期改革とその後の三位一体改革に引続き、平成 19 年以降進められた第二期改革

で順次義務付け・枠付けの見直しと自治体への権限移譲等が行われ、平成 26 年以降は、自

治体からの提案に基づく改革に移行しています。 
平成 12 年に基礎的な地方公共団体に位置づけられた特別区も、この改革の中に身を置い

ています。 
大都市制度のあり方等について調査審議を行った第30次地方制度調査会は、平成25年6月、

都区制度は概ね円滑に運営されていると評価し、東京都から特別区への更なる事務移譲と区
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域の再編を関連づける議論について、一般的に人口規模のみを捉えて基準にする必要はない

としたうえで、児童相談所の事務を例に挙げて、都から特別区への更なる事務移譲を検討す

べきとする一方、今後の社会経済情勢の変化を踏まえると、区域の見直しについても検討が

必要とする内容を盛り込んだ答申を行いました。 

一方、少子高齢化が進行し、全国的な地域の衰退が懸念される中で、人口の減少に歯止め

をかけるとともに、東京圏への過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保

して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくことを目的に、「まち・ひと・しご

と創生法」が平成 26 年 11 月に施行され、国と全国の都道府県・市区町村において、それぞ

れ人口ビジョンや総合戦略を策定して様々な取組みが進められています。 
特別区長会は、この取組みと並行して、東京・特別区が、人材の交流はもちろん、経済、

生活全般にわたり、全国各地に支えられて成り立っていることを踏まえ、東京を含む全国各

地域が連携して活き活きとしたまちづくりを進め、ともに発展・成長し、共存共栄の関係を

作っていくことが必要であるとの考え方のもとに、平成 26 年 9 月に趣意書を採択し、全国

の自治体に呼びかけて、特別区全国連携プロジェクトを展開しています。 
これまでに、各区の取組みと合わせ、専用ホームページの開設、13 の市長会、町村会（372

自治体）との連携協定締結、東北六魂祭・東北絆まつりへの協賛、魅力発信イベントの実施、

シンポジウム・講演会の開催、被災地支援等の取組みを展開し、現在千を超える自治体と様々

な形で連携・交流を行っています。民間企業とも 4 社と連携協定を結んでいます。 
 

○地方分権の推進に関する衆参両院決議（平成 5年 6月） 

 ・東京一極集中の排除 

 ・中央集権的行政のあり方の問い直し 

 ・国と地方の役割の見直し 

 ・地方公共団体の自主性、自律性の強化 

 ・21 世紀にふさわしい地方自治の確立 

（参考）地方分権の推進に関する決議（平成 5年 衆議院 6/3、参議院 6/4） 

今日、さまざまな問題を発生させている東京への一極集中を排除して、国土の均衡ある発

展を図るとともに、国民が待望するゆとりと豊かさを実感できる社会をつくり上げていくた

めに、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられており、中央集権的行政

のあり方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとなっている。 

 このような国民の期待に応え、国と地方との役割を見直し、国から地方への権限移譲、地

方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自律性の強化を図り、二十一世紀に向けた時

代にふさわしい地方自治を確立することが現下の急務である。 

 したがって、地方分権を積極的に推進するための法制定をはじめ、抜本的な施策を総力を

あげて断行していくべきである。 

 右決議する。  
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（参考）地方分権改革推進委員会第１次勧告（平成 20年 5月 28 日）抜粋  

「国と地方、広域自治体と基礎自治体の役割分担において、基礎自治体に事務事業を優先的

に配分し、地域における総合的な行政の実施の役割を担わせることは、地方自治の基本原則

である。規模や能力の異なる基礎自治体が総合的な行政を担うことができるよう、広域連合

の形成や周辺自治体又は広域自治体による補完など、総合性を担保するための制度の充実を

はかる。」 

 

○第 1期地方分権改革 ～上下関係から対等・協力関係へ～ （H7～H12.4.1 施行） 

 ＜第 1 期分権改革の成果＞ 

・国と地方、都道府県と市町村の役割分担原則の法定   市区町村優先の原則 

・機関委任事務の廃止 ⇒ 自治事務と法定受託事務に再編成 

・関与等の基本原則（法定主義等）、基本類型、紛争処理手続き等を法定 

・権限移譲（事務移譲、特例市制度創設、条例による事務処理特例制度創設） 

・付属機関・職員等に係る必置規制等の廃止、緩和 

・自主的な市町村合併の推進 ＜平成の大合併＞ 

 平成 11年 3,229 市町村 → 平成 22年 1,727 市町村 

・地方議会の活性化、定数見直し 

 

（参考）国、地方公共団体間の役割分担に関する地方自治法の規定（抜粋）  

第 1 条の 2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自

主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。   

２ 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては  

○国際社会における国家としての存立にかかわる事務、  

○全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準

則に関する事務又は  

○全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施  

○その他  

の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆ

だねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に

関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発

揮されるようにしなければならない。   

第 2 条 地方公共団体は、法人とする。   

２ 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令によ

り処理することとされるものを処理する。   

３ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第 5 項において都道府県が処理するものとされてい

るものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。   

都区制度改革と同時 
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４ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において

一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び

能力に応じて、これを処理することができる。  

５ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第 2 項の事務で、  

○広域にわたるもの、  

○市町村に関する連絡調整に関するもの及び  

○その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの  

を処理するものとする。 

 

＜残された課題＞（地方分権推進委員会最終報告） 

・地方税財源の充実確保と地方財政秩序の再構築 

（税源移譲、国庫補助負担金の見直し等） 

・法令による義務付け・枠付けの緩和 

 ・分権や合併の推進を踏まえた新たな地方自治の仕組みの検討 

・事務事業の移譲 

・制度規制の緩和と住民自治の拡充方策 

・「地方自治の本旨」の具体化  

 

○三位一体改革 （H13～H17） 

・国庫補助負担金改革 約 4.7 兆円 

・税源移譲 約 3兆円 

・地方交付税改革 約△5.1 兆円 

 

○第２期地方分権改革 （H18～ ） 

 ・地方に対する規制緩和（義務付け・枠づけの見直し） 

 ・基礎自治体への事務・権限移譲 

・国と地方の協議の場設置 

 ※H26～自治体からの提案方式に移行    国主導の改革は一段落 
 
○第 30次地方制度調査会答申（H25.6.25） 
  「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」 

①大都市制度の改革 

・指定都市制度：二重行政の解消（権限移譲、協議会設置等）、「都市内分権」による 
住民自治の強化（行政区の役割強化等） 

・特別区制度の他地域への適用：事務分担・税財源配分は東京の仕組みを基本、等 
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・中核市、特例市制度：人口 20 万人以上であれば保健所設置により中核市となる形で両

制度を統合 

・特別市：二重行政の完全解消等大きな意義があるが、住民代表機能のある区の必要性等

さらに検討が必要 

・都区制度：児童相談所など更なる事務移譲、今後の社会経済情勢の変化を踏まえた区域

の見直しが検討課題 

②基礎自治体の行政サービス提供体制 

・自主的な合併や市町村間の広域連携、都道府県による補完など多様な手法の中から各市

町村が最も適したものを自ら選択 

  
＜答申の意義＞ 

・都区制度はおおむね円滑に運営されていると評価し、仕組み自体の改革の方向は出されな

かったが、現行制度のもとにおいても更なる権限移譲を進める方向を示した。 

・都がセットだと主張している事務移譲と区域再編を切り離し、児童相談所を典型的な移譲

対象として明記して、大幅な事務移譲の方向、さらに全区一斉の移譲のほかに、事務処理

特例を活用した個別移譲にも付言、将来の更なる事務移譲につながる方向を示した。 

・事務移譲と切り離した中で、今後の大変革に備えた区域再編の検討を提起する内容で、こ

れ自体は、各区がどう受け止めるかの話であるが、特別区のみ指摘があったことの意味は

理解しがたい（都の主張に配慮か）。 

・裁定の仕組みの提起は、権限移譲の方向を前提に考えると、都が権限移譲を拒んだ時のた

めの救済策ととれる。 

・特別区制度の他地域への適用についての留意点の中で、税源配分及び財政調整について、

道府県と特別区が分担する事務の規模に応じて、税財源が適切に配分されることが必要と

の認識を示し、都区制度の財源配分原則を改めて確認（特別区の財源を保障すれば足りる

とする都の主張と対照的）。 

・全体として、基礎自治体強化、住民自治強化の方向でのとりまとめとなっており、保健所

設置を条件に、20 万人以上の特例市の中核市への統合の方向が出されたことで、20 区（当

時：現在 21 区）が 20 万人を超える特別区も、少なくとも中核市並みの権限の移譲が展望

できる。 
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○特別区全国連携プロジェクト    自治体同士の連携 

 

（参考）特別区全国連携プロジェクト －趣意書－（H26.9.16 特別区長会） 

我が国は、人口減少社会を迎えるなかで、地域の崩壊や経済の衰退などが懸念されてお 
り、今まさに地域の活性化が求められています。国もこれを課題として位置づけ、「地方創

生」に力を向けようとしています。 
一方で、全国各地域の疲弊は地方税の偏在にも一因があるとして、国は、本来国が保障す

べき地方財源を、地方税の一部を国税化し再配分することで財政調整を行い、さらに拡大し

ようとしています。自治体間が対立し財源を奪い合う構図は、本来の地方自治の姿ではなく、

結果的に共倒れになりうる、大変危険なことだと憂慮しています。 
翻って東京・特別区は、人材の交流はもちろん、経済、生活全般にわたり、全国各地域に

支えられ成り立っています。全国各地域あっての東京であり、互いの良いところを活かし、 
学び、そして足りないところを補完しあって、東京、全国各地域が抱える課題を共に克服し

ていかなければなりません。東京を含む全国各地域が、活き活きとしたまちづくりを進め、

ともに発展・成長し、共存共栄を図っていくことこそが今必要で、それが日本の元気につな

がると確信しています。 
このような趣旨から特別区長会では、全国各地域との信頼関係・絆をさらに強化し双方が

発展していくために、連携を深め、東京を含めた全国各地域の経済の活性化、そしてまちの

元気につながるような取り組みとして、「特別区全国連携プロジェクト」を展開してまいり

ます。 

役割分担をどこで線引きするか  地方優先、基礎自治体優先   地域の実情 
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それぞれの地域が、自らの特長を活かし、活力あるまちづくりを展開していけるようホー

ムページを立ち上げるなど、特別区は微力ながら努力してまいります。  

◇特別区全国連携プロジェクトの取組み状況（令和４年度時点） 

・専用ホームページの運用 

・各区の取組みも含め、全国 1,105 の自治体と連携 

・広域的な連携協定（13市長会・町村会、372 自治体） 

・イベント、シンポジウム、展示等の実施 

・民間企業との包括連携協定（4社） 

・広域共同計画による事業の実施（2地域） 

・被災地支援（復興支援金、職員派遣、救援物資） 

    東日本大震災、熊本地震、平成 30 年 7 月豪雨、北海道胆振東部地震、令和元年台風 15 号・19 号他 

 

４ 都区制度（特別区制度）のこれから 

大都市としての特性が顕著で首都機能を有する東京については、これまでの国におけ

る大都市制度や道州制の検討でも、現在の都の区域、特別区の存する区域、あるいはそ

の一部の区域に、事務配分や税財政制度等の特例や区域についての特例を設ける必要が

あると指摘されています。 

東京都や特別区における検討、あるいは経済団体や民間の研究機関の検討においても、

都区制度（特別区制度）の将来をめぐっては様々な議論があります。 

大阪府・大阪市では、特別区制度（いわゆる「大阪都構想」）の実現に向けて大都市制

度改革の検討が進められ、平成27年5月と令和2年11月の２度にわたって、大都市地域に

おける特別区の設置に関する法律に基づく、特別区設置協定書の住民投票が行われまし

た。いずれも僅差で否決されましたが、大きな議論を呼びました。大阪では、今後に向け

て、現行制度のもとでの府と大阪市の一体的な行政運営を推進する取組みが進められて

います。 

今後の特別区のあり方については、以上のような、分権改革の動向、都区制度（特別区

制度）に関する提言、都区間の検討状況や国の動向等を踏まえながら、引続き検討して

いく必要があります。 

人口減少社会における行政のあり方の見直し（行政の役割の見直し、ICT 活用・自治

体間連携等による効率化、等）、急速に進む高齢化・少子化への対応、感染症等への対応、

切迫性が叫ばれている首都直下地震や大規模水害等巨大災害への備え、全国各地域の活

性化に寄与する取組み、等々課題は山積しています。 
一方、厳しい経済状況をはじめ、法人住民税の一部国税化、地方消費税清算基準見直

し、ふるさと納税制度など、東京の地方財源を狙い撃ちにした不合理な税制改革等の影

響を受けて、特別区の財政は厳しい環境に置かれています。 
東京都と特別区は、多くの課題を抱えながら、東京大都市地域の行政を担うパートナ

ーとして、連携・協力して取組んでいかなければなりません。 
こうした動きの中で、都区制度（特別区制度）のあり方が問われていくことになりま

す。 
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特別区制度をめぐる議論 

○都区制度をめぐる提言 

▽特別区制度調査会「『都の区』の制度廃止と『基礎自治体連合』の構想」（H19.12.11） 
・「都の区」の制度を廃止し、都は「府」に純化、区は「東京○○市」に移行 
・東京大都市地域の特殊性を踏まえた対応は、相互の財政調整も含め「基礎自治体連合」

で対応 

▽東京自治制度懇談会報告「議論の整理」（H19.11.20）  
・自治法上に都が大都市経営の担い手となる旨明確化すべき 
・特別区の区域の再編が必要（大規模な基礎自治体を想定する可能性も） 

（参考）東京自治制度懇談会「議論の整理」（H19.11.20 最終報告）のポイント 

①大都市制度のあり方 
  ・大都市制度を制度的に位置づける法改正が必要  
  ・大都市経営のための地域自治の仕組みが必要 

②税財政制度のあり方 
  ・地方の役割に必要な財源は地方税収で賄われることが重要 
  ・大都市経営の実効性を担保する税制等の仕組みが必要 
  ・団体間の財政調整制度（地方交付税）をなくすことは困難 

③道州制における広域自治体のあり方 
  ・首都圏における道州は、少なくとも１都３県を包含する必要 
  ・首都圏の道州の役割を検証することが必要 
  ・国、道州、基礎的自治体の役割の明確化が必要 
  ・首都圏の道州における大都市経営の主体は現行と同様 
   （大都市の範囲が複数の基礎的自治体に分かれている場合は、道州） 

④東京における大都市制度のあり方 
  ・自治法上に都が大都市経営の担い手となる旨明確化すべき 

・道州が導入された場合、特別区又はその周辺区域を含めて一つの基礎的自治体とな

って大都市経営を担うのも選択肢の一つ 
・都が大都市経営を行う上で必要な事務は、経営上の必要性のほか効率性の観点から

の検討も重要 
・特別区の区域の再編が必要（多摩地域についても、特別区の再編統合の検討状況を

視野に入れながら合併を含めあり方の検討が必要） 
・大都市東京の特殊性を踏まえた新たな観点から特別区の再編のメリット、デメリッ

トを示し、合併構想等都の考え方を示すべき 
・税財政制度については、事務配分、区域の方向性が明らかになった段階で検討する

ことが必要 

 
 

二層制で整理された都区関係に
新たな概念の制度を持ち込み 

⇒混乱のもと 
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▽東京商工会議所 「道州制と大都市制度のあり方」H20.9.11 
・都区制度を廃止し、東京 23 区部を一体とする新たな「東京市」が必要 

  ・新たな大都市制度としての市と区の役割を築くための検討が必要 

▽経済同友会 「道州制移行における課題」H22.5.19 
・現在の東京 23 区を「東京特別州」として創設 

  ・東京特別州内の基礎自治体については、現在の 23 区を前提とせず再編 

 
○特別区のあり方に関する検討の方向（H20.3.14 区長会総会） 

・調査会報告で示された方向を基本に地方分権改革等の動向を踏まえつつさらに検討 

①現行制度のもとでなしうる抜本的な改革を実現すべく都区のあり方検討の協議に臨む 

②当面特別区制度懇談会を設置（第三次調査会発足の是非は今後の推移を見て判断） 

③今後の議論に備えるための基礎的な調査研究を進める（特別区制度研究会を設置） 
 

○「大阪都構想」は都区制度の運用にも示唆 

※H24.9 大都市地域における特別区の設置に関する法律公布 

   ⇒H27.5.17 大阪で特別区設置協定書住民投票（賛成 694,844 反対 705,585） 
    R2.11.1 大阪で再度の特別区設置協定書住民投票（賛成 675,829 反対 692,996） 

※R3.4.1 大阪市及び大阪府における一体的な行政運営の推進に関する条例（大阪市）、大

阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例（大阪府）施行 

 

（参考）「大阪都構想」で特に注目すべき内容 

・基礎自治体と広域自治体の役割分担を徹底し、住民に身近な事務は、基礎自治体優先の

原則のもと、特別区が実施 
 
・調整財源の配分割合は、事務分担に応じて（特別区 78.7％：大阪府 21.3％） 

・大阪府は、毎年度、財政調整制度の運用状況や、大阪府に配分された調整財源の充当状

況等を（仮称）大阪府・特別区協議会に報告し、検証、必要に応じ協議 

・目的税二税（都市計画税、事業所税）は特別区と大阪府双方の事業規模に応じて、目的

税交付金として特別区に交付（特別区 53％：大阪府 47％） 

・普通税三税及び目的税二税は、（仮称）財政調整特別会計で歳入するものとし、財政調整

に係る経理は、全て当該特別会計で行うことにより、透明性を確保 

 
 

基礎自治体についての

具体的提案無し 

東京の都区制度の運用上の課題を改善 
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○不合理な税制改正等への対応 

（特別区の主張の要点） 

・税源偏在是正を名目とした特別区等の地方税源の吸い上げは、応益負担・負担分任の原則

に反し、不合理 

・財源の多くを東京の納税者が負担している地方交付税も合わせれば、東京の地方財源が突

出しているわけではない。 

・特別区は今後も膨大な需要を抱え、多くの財源が必要 

・国の責任において地方税財源総体を拡充し、自治体が責任をもって役割を果たすことがで

きるようにするのが地方分権の本来の姿 

（不合理な税制改正等による特別区の減収影響額） 

・平成 27年度から令和 4年度までの累計で約 1兆 1,000 億円 

・令和 4年度は 2,625 億円（法人住民税の一部国税化 1,545 億円、地方消費税の清算基準の

見直し 376 億円、ふるさと納税 704 億円） 

 
○特別区長会調査研究機構の設置 

特別区及び地方行政に関わる課題について、大学その他の研究機関、国及び地方自治体と

連携して調査研究を行うことにより、特別区長会における諸課題の検討に資するとともに、

特別区の発信力を高めることを目的に、特別区長会の下に設置（H30.6.15） 
※事務局は、（公財）特別区協議会に委嘱 

  各区が提案 賛同区、学経、コンサル等 共通する課題の解決策 

  （参考）特別区長会調査研究機構の研究テーマ    ※（ ）内は提案区 

＜令和元年度＞ 
・特別区が取り組んでいる施策の効果が日本全体に与える影響（港区） 
・基礎自治体におけるﾃﾚﾜｰｸの活用と実現方法（品川区） 
・AI 等の先端技術を活用した業務効率化（電子自治体への移行に向けて）（大田区、葛飾区） 
・特別区のｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを生かした業務効率化（渋谷区） 
・「持続可能な開発のための目標（SDGs）」に関して、特別区として取り組むべき実行性のある施策

について（荒川区） 
・自尊感情とﾚｼﾞﾘｴﾝｽの向上に着目した、育児期女性に対する支援体制構築に向けての基礎研

究（板橋区） 
・大局的に見た特別区の将来像（江戸川区） 
・特別区における小地域人口・世帯分析及び壮年期単身者の現状と課題（基礎調査） 

＜令和２年度＞ 
・基礎自治体におけるﾃﾚﾜｰｸの活用と実現方法【継続】（品川区） 
・特別区のｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを生かした業務効率化【継続】（渋谷区） 
・「持続可能な開発のための目標（ＳＤＧｓ）」に関して、特別区として取り組むべき実行性のある施

策について【継続】（荒川区） 
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・自尊感情とﾚｼﾞﾘｴﾝｽの向上に着目した、育児期女性に対する支援体制構築に向けての基礎

研究【継続】（板橋区） 
・大局的に見た特別区の将来像【継続】（江戸川区） 
・特別区における小地域人口・世帯分析及び壮年期単身者の現状と課題【継続】（基礎調査） 
・特別区における職場学習の現状と効果的な学習支援のあり方（千代田区） 
・特別区におけるごみ減量に向けた取り組みの推進と今後の清掃事業のあり方（江東区） 
・将来人口推計のあり方（世田谷区） 
・特別区が行うｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの活動支援策～地域課題の現状把握を踏まえて（世田谷区） 
・債権管理業務における生活困窮者支援・外国人対応（中野区） 
・地域ｺﾐｭﾆﾃｨ活性化のためにとりうる方策（葛飾区） 

＜令和３年度＞ 
・特別区のｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを生かした業務効率化【継続】（渋谷区） 
・特別区における森林環境譲与税の活用 ～複数区での共同連携の可能性～（中央区） 
・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽによる社会変容と特別区の行政運営への影響（港区） 
・公共施設の樹木の効果的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ手法（江東区） 
・食品ﾛｽ削減に向けたﾅｯｼﾞをはじめとする行動変容策（荒川区） 
・「ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝｼﾃｨ特別区」に向けた取組み（葛飾区） 

＜令和４年度＞ 
・「ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝｼﾃｨ特別区」に向けた取組み【継続】（葛飾区） 
・ﾀﾜｰﾏﾝｼｮﾝ等大規模集合住宅を含む地域ｺﾐｭﾆﾃｨの醸成（中央区） 
・特別区の未来を見据えた子育て支援（港区） 
・水害時の避難及び共同住宅の機能強化（江東区） 
・循環型経済の推進による持続可能な経済発展に向けて、特別区が取り組むべき施策（世田谷区） 
・特別区における DX の推進 ～ﾃﾞｰﾀの取得・分析・活用に向けて～（板橋区、葛飾区） 

＜令和５年度＞ 
・帰宅困難者対策における初動対応体制の確立に向けた取組み（港区） 
・水素を中心としたクリーンエネルギーの利活用推進（大田区） 
・特別区における女性を取り巻く状況と自治体支援の方策（世田谷区） 
・複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類の活用策（中野区） 
・少子化の傾向が顕著な特別区で有効な少子化対策（葛飾区） 
・特別区におけるＣＯ２の地産地消に向けて～清掃工場のＣＯ２分離・活用と 23 区の役割

～（東京二十三区清掃一部事務組合） 
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今後の特別区の制度的課題 

○基礎自治体としての役割発揮 

 ・自律と連帯の行財政運営 
自主的・自律的行財政運営、23 区間連携対応、少子・高齢化対策、老朽施設の更新、

被災地支援等地方との連携、等 

 ・都との連携による課題解決 
感染症対策、首都直下地震・大規模水害対策、地方法人課税の見直し等東京バッシング

対応、児童相談所の移管、都区財政調整制度の運用改善（特別交付金、都市計画交付金

等）、等 

○法の趣旨に則った都区間関係の確立 

・役割分担の明確化（都区のあり方検討） 

・財源配分の明確化（役割分担に応じた配分） 

○地方分権改革、税財政制度改革等への対応 

・特別区の権限拡充と体制整備 

・自治制度改革議論への備え（都区制度、大都市制度、道州制、税制等） 

・全国自治体との連携関係構築 
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（参考）特別区長会が東京都に求めている重点事項 

(1) 都区のあり方検討の再開 
都区協議会のもとに設置している都区のあり方検討委員会での協議が、平成 23 年 12

月の書面開催を最後に中断しています。平成 19 年以来進めてきた検討の蓄積を生かし、

事務配分や税財政制度の根本的かつ発展的な検討のため、協議を再開することを求めてい

ます。その結果を踏まえて、都区間の最大の懸案である、役割分担に応じた財源配分の決

着を図る必要があります。なお、特別区の区域の再編の問題については、これまでの検討

で論点は出尽くしており、どのように取り扱うかは各区の自主的な判断に委ねられるべき

ものです。 

(2) 都市計画事業のあり方に関する協議の実施 
用途地域の都市計画について、全国の市町村の中で、特別区のみが決定権限を持ってお

らず、東京都にその権限が残されたままとなっています。その他の都市計画決定権限、都

市計画税の取扱いを含めた都市計画事業全体のあり方について、都区の協議の場を、都区

協議会の下に設けることを求めています。 

(3) 固定資産税の減免等についての事前協議 
固定資産税や市町村民税法人分は都区財政調整制度の財源であり、都区の共有財源で

す。このため、都において政策的に減額･免除の新設・拡大を検討する際には、特別区に

事前協議することを求めています。 

(4) 児童相談所設置の促進 
特別区の児童相談所の設置については、令和 2～４年度の開設区に続いて順次開設が予

定されています。設置希望区それぞれにおいて都から区への移行が円滑に進められるよ

う、人材の育成・確保、広域的な調整、財政措置等も含め、都区の連携で課題解決が図ら

れる方向での支援・協力を求めています。 

(5) 都区双方の事業実績に見合う都市計画交付金の増額 
基礎自治体が行う都市計画事業の財源である都市計画税が、特別区の区域では、都市計

画事業のかなりの部分を都が実施すること等を理由に都税とされています。一方、特別区

も都市計画事業を実施していることから、その財源の一部に充てるため、都の要綱で都市

計画交付金が設けられています。しかし、都市計画事業の実績は、都市計画費で見ると、

およそ都が７割、特別区が 3 割となっているのに対し、都市計画交付金は、200 億円で、

都市計画税 2,789 億円（令和 5 年度）の１割にも満たないため、事業の実態に見合った交

付金の増額を求めています。 

(6) 特別交付金のあり方の見直し 
特別区財政調整交付金のうちの特別交付金は、年度途中の災害の発生や普通交付金の算

定基礎である基準財政需要額等では捕捉しきれない特別な財政需要等がある場合に交付

されるものです。現在、交付金総額の 5％、597 億円（令和 5 年度）を占めていますが、

透明性、公平性を高めるため、その割合を 2％を基本に引き下げ、財源を普通交付金に移

行させるよう求めています。   補助金に比べ交付基準が大雑把で不透明 
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（参考）区立児童相談所に係る都区財政調整配分割合を巡るいくつかの論点 

令和２年度都区財政調整方針 R2.1.28 都区協議会 

都区財政調整は、基準となる財政上の需要と収入の差を普通交付金とする仕組みであ

り、都区間の配分割合は、中期的には安定的なものを定める必要がある。 
しかしながら、配分割合に関しては、児童相談所の運営に関する都区の連携・協力を一

層円滑に進めていく観点から、今回、特例的な対応として、特別区の配分割合を令和２年

度から 0.1％増やし、55.1％とする。 

今回の特例的な対応により変更した分も含め、令和４年度に、配分割合のあり方につい

て、改めて協議することとする。 

 （令和 2年度の算定） 

配分割合 0.1%分 1,841 百万円 

   児童相談所関連需要算定額 4,863 百万円       (令 5) 8 区 125 億円 0.6% 

 

（参考）区立児童相談所の財調算定を巡る都議会質疑の概要（令和 2年第 1回定例会） 

＜自民党の主張＞ 

○今回の都区間配分の変更は、都区財政調整制度の運用に当たり、丁寧に歴史を積み重

ねてきた都行政、都議会の先人たちの努力を無にし、都区財調制度の根幹を破壊する暴

挙だ。 

○昨年度の時点では、都の主張は、一括して移管することを都区合意した清掃事業、保健

所と同様のものとは考えておらず、配分割合を変更する理由には当たらない、財調算定

すること自体検討する状況にないとしてきたのに、今回根拠もなく急転直下で方針を

覆した。 

○最終的に、都区間の協議で決める事項であることは承知しているが、都区間の配分変

更は、都の財政運営に直接影響するものであり、都内部の関係局の議論はもとより、都

議会とも慎重に協議検討した上で判断すべき事項だ。 

○児相を設置する区が再来年度以降増えるが、それでも 0.1％の中で見るということは、

あまりにも雑な決着だった。 

○都区財調の配分割合は、都区のあり方検討で、事務配分、特別区の区域、税財政制度に

ついて最終的に整理したうえで改めて検討することになっていたはずである。55％に

引き上げた際に区域のあり方もセットで行うと言っていた約束はどこに行ったのか。 

○実績に基づいて算定する基準財政需要額と収入額の差の不足分を配分するのが都区財

調の考え方である。一部の区がみずから手を挙げて個別に事業を開始する話をなぜ配

分率の引き上げで財源措置するのか。児童相談所を設置したい区に対して都の財政支

援が必要であれば、配分率の変更ではなく、個別補助金で対応すべき 

○令和 4年度の協議は、今回の 0.1％も含めてゼロベース（白紙に戻す）で協議し、配分

割合のなし崩し的なさらなる引き上げではなく、都区財調の本来のルールに戻して協

議すること。 
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＜都の答弁＞ 

○１区設置ごとに都区の配分割合を変更すべきとする特別区側の主張と、設置予定の半

数、11 区の実績を見て議論すべきとする都側の主張が対立し、協議は平行線となった

が、初の区立の児童相談所の設置を控え、その運営に関し、都区の連携協力を一層推進

する必要がある中で、協議がまとまらないことは避けるべきとの考え方から、都区双方

が歩み寄り、特例的な対応として、特別区の割合を 0.1％増やすことで合意したもので

ある。 

○この特例的対応による 0.1％分も含め、来年度開設する３区の通年の実績が明らかにな

る令和４年度に、配分割合のあり方について、改めて協議をしていくこととしている。

このことをゼロベースと捉えるということであればそういうことになる。 

○都側の考え方の基本は、役割分担の変更が配分割合に直ちに連動するものではなく、

児童相談所の算定経費が合理的かつ妥当な水準であるかどうかは、区の設置が一定数

に達した段階で初めて検討、分析が可能であり、現時点では判断がつかないというもの

である。 

○地方交付税における取扱いと同様、児童相談所運営経費を補助金ではなく、一般財源

による都区財政調整の基準財政需要額の算定対象とした。 

 

（参考）平成 11 年当時の都の考え方（H11.9.17 第 21 回税財政検討会） 

「財調の仕組みは、改革後においても、区の側の需要と収入を計って必要額を都が交付

するものであり、財調制度における都区間配分は、区の財源が足りていれば良く、残る財

源は都に留保されてしかるべきものである。都に留保されている大都市事務やその経費

を区側に示してその当否を特別区側と議論するようなことは、都として全く考えていな

い。都に留保された財源は都の一般財源であって、知事の予算編成権や都議会の議決権

の範囲を越えるものではなく、区のチェックを受ける考え方は持っていない。」 

 

◇設置区数、規模からみて配分割合を変更する必要はない？ 

○特別区による児童相談所の設置は、児童相談所設置自治体の拡大をめざす児童福祉法改

正の趣旨に即したものであり、今後も準備の整った区から順次設置していくことが予定

されている。 

設置区においては、都から当該区に権限が移譲され、児童相談行政に関する都区の役割

分担が大幅に変更されることとなるものであり、設置区数が順次増加していくこと、また、

所要額が無視できない規模であることを踏まえて、配分割合の変更によって対応すべき

である。 

○仮に配分割合を変更せずに対応した場合、設置区の需要増分が特別区全体の他の事務の

需要減をもたらし、設置区以外の区にも影響を及ぼすこととなり、不合理である。 

○地方交付税においても、児童相談所設置市となった場合は、当該府県の需要額を減額し、

設置市の需要額を増加させることにより、関連経費の財源が移転する措置が採られる。 
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◇配分割合を変更するには、需要と収入の差で不足するかどうかを見ることが必要？ 

○現行の都区制度への改正を行った平成 10年地方自治法改正時の国会審議で、国は、都区

間の財源配分は、事務分担に応じて行うものであり、事務の変動あるいは移管が行われる

場合には、それに応じて都区間で適正に協議がされ、必要な財源が調整割合の変更という

形で担保されると答弁している。 

 

（参考）平成 10 年地方自治法改正時の都区間配分に関する考え方 

（H10.4.7 衆議院地方行政委員会での自治省財政局長答弁から抜粋） 

・「都に留保される事務につきましては、本来的には市町村税をもって充てられるべき性

格のものでございまして、したがいまして、そのために都と区の間で財源配分を適切に

行う必要がございます。」［二橋財政局長（衆 H10.4.7 中島武敏）］ 

・「いわゆる調整三税の調整割合を定めるということが都分と特別区分とのシェアを分

けることになるわけでございますが、これにつきましては両者間で十分な話し合いを

行って、あくまでもその基本となりますのは実際に行います事務分担に応じてその財

源の配分を行うということでございますので、そういう実際に分担する事務分担を前

提として十分な話し合いを行っていただきたい、その結果で調整割合を定めていくと

いうことになろうかと思います。」［二橋財政局長（衆 H10.4.7 太田昭宏）］ 

・「今後の事務の変動あるいは移管ということが行われます場合には、それに応じて都区

間で適正に協議がされて、必要な財源が調整割合の変更という形で担保されていく」

［二橋財政局長（衆 H10.4.7 石井紘基）］ 

 

○配分割合は、自治法上の都区の役割分担に基づく市町村財源の都区間配分（都が行う「市」

の事務の財源を都に留保）であり、各区の基準財政需要額と基準財政収入額の算定は、配

分割合で得られる総額をもとに区間配分を行うための手法である。 

（参考）都区間財源配分関連規定（抜粋） 

＜地方自治法＞ 

第 282 条 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別

区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条

例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 

２ 前項の特別区財政調整交付金とは、（中略：調整三税等）の合算額に条例で定める割

合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるよう

に都が交付する交付金をいう。 

 

＜地方自治法施行令＞ 

第 210 の 11  

２ 普通交付金の総額は、交付金総額に一定の割合（次項において「普通交付金に係る割

合」という。）を乗じて得た額とする。 
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第 210 の 12 普通交付金は、地方自治法第 281 条第 2 項の規定により特別区が処理する

こととされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法（昭和 25 年法律第 211

号）第 11 条から第 13 条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算

定した財政需要額（次項及び第 210 の 15 において「基準財政需要額」という。）が、 

（中略：特別区が課する税及び特別区に交付・譲与される交付金、譲与金について、地方

交付税で 75％でカウントされるものを 85％としたうえで、地方交付税法第 14 条に）規

定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政収入額（次項及び第 210

条の 15 において「基準財政収入額」という。）を超える特別区に対して、次項に定めると

ころにより交付する。 

 

○役割分担の変更がある場合には、配分割合の変更により財源を移転し、総体の財源を確保

したうえで、必要な額を交付（算定）する必要がある。 

役割分担の変更に伴う配分割合の変更がなければ、特別区の側は役割が増えたにもか

かわらず、財源が増えない結果、全体として財源が不足し、他の経費の財源を圧迫するこ

ととなる一方、都の側は役割が減じたにもかかわらず、財源はそのままとなり、不均衡が

生じる。 

  そもそも、調整税等の一定割合の額は、特別区の共有財源であり、固有財源と言いうる

ものである。特別区の需要を都の判断で積み上げて、配分割合の過不足を云々するのは、

区を内部団体視する発想である。 

 

○需要と収入の差で配分割合の是非を判断するとすれば、毎年の税収の増減等に応じて、す

べての需要の是非を争うことになることから、これを避けるために、都区間配分と区間配

分を区別し、都区間配分は、一定の変更事由が生じた場合に限って変更を行うことで、配

分割合を中期的に安定的なものとするのが、平成 12 年改革時の都区合意の趣旨である。 
 
（参考）配分割合の変更に関する都区合意と経緯 

「配分割合は中期的に安定的なものとし、大規模な税財政制度の改正があった場合、都

と特別区の事務配分または役割分担に大幅な変更があった場合、その他必要があると認

められる場合に変更する」  （H12.3.28 都区協議会「都区制度改革実施大綱」） 
 
※以後、区側は、変更事由に該当する状況の有無を確認しながら毎年の協議を実施 
・平成 12 年度 44→52％（清掃事業の移管ほか） 
・平成 19 年度 52→55％ 

（三位一体改革の影響 2％、都補助事業の区自主事業化 1％） 
 ・令和 2 年度 55→55.1％ 

（区立児童相談所に係る特例的対応 ※令和 4 年度に改めて協議）  

 

 

○現に、平成 19 年財調の協議において、三位一体改革の影響による２％増と合わせて、都

の補助事業を区の自主事業化する役割分担変更に伴う１％増を実施し、変更事由に基づ

く配分割合の変更を行った実績がある。 
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（参考）平成 19 年都区財政調整方針 H19.1.31 都区協議会 

１ 三位一体改革による特別区民税の減収及び国庫補助負担金削減の影響に係る都区財

政調整上の対応については、配分率を２％アップすることとする。 

２ 都区のあり方検討が開始され、東京都から特別区への更なる事務移管等の方向が出

されたことを踏まえ、先行的に東京都の補助事業の一部を特別区の自主事業とし、配

分率を１％アップすることにより、特別区の自治の拡充に資する。 

※このほか、交付金総額に対する特別交付金の割合を 2％から 5％に変更 

 

◇令和２年度に０．１％を増やしたのは児童相談所の設置が理由ではない？ 

○令和２年度に配分割合を０．１％増加させたのは、特別区の児童相談所設置に伴う対応に

ついての協議の結果であり、その時点では実績が未定の段階であったため、特例的措置と

したものである。その上で、令和４年度に改めて協議することとしたのは、区の実績を踏

まえた配分割合とする趣旨である。 

 

◇都区のあり方検討で整理がつくまでは配分割合の変更は行わない約束では？ 

○都区のあり方検討の結果に委ねたのは、平成 12年改革時の積み残し課題であり、平成 18

年までに行われた主要５課題の協議でも解決できなかった「都区双方の大都市事務の役

割分担を踏まえた財源配分のあり方」についてであって、平成 12 年改革時の配分割合の

妥当性を問うものである。 

○平成 12年以降の税財政制度改正や役割分担変更等により、配分割合変更事由が生じた場

合に配分割合の見直しを行う必要があるのは、都区制度改革実施大綱（H12.3.28）で確認

したとおりである。 

平成 19 年度に、三位一体改革の影響や都補助事業の一部区自主事業への切替えへの対

応で配分割合を３％アップしたのも同様の趣旨である。 

（参考）H18.1.31 都区協議会でのとりまとめ 

１ 今後の都区のあり方について、事務配分、特別区の区域のあり方（再編等）、税財政

制度などを根本的かつ発展的に検討することとし、協議が整い次第、このための検討組

織を都区共同で設置する。 

  都区の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方については、この検討を

行う中で、その結論にしたがい整理を図る。 

２ 平成 18 年度都区財政調整協議において、清掃関連経費及び小中学校改築に係る課題

を整理することとし、都は財政調整交付金とは別に 200 億円（注：小中学校改築に係る

過去（H12-17）の需要分）の特別交付金を平成 18年度に限り設ける。 

  特別区都市計画交付金については、対象事業に市街地再開発事業（再開発組合等へ

の助成）を追加する。 

３ 「三位一体改革の影響」への対応として都から提案された調整率の 2％アップ（19年

度以降）については、影響の全体像を見極め、平成 19年度財調協議において合意でき

るよう努力する。 
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（参考）特別区の児童相談所に係る配分割合協議の主な争点 
（令和５年度都区財政調整） 

 

○都区双方の基本的主張 

＜都の考え方＞ 

配分割合の変更を協議するのは、役割分担の大幅な変更があり、財源不足が生じること

が要件となるが、今回のケースはいずれも当てはまらない。 

＜区の考え方＞ 

都区財政調整の配分割合は、都が市町村事務とされるものの一部を担っていることを

踏まえて、都区の役割分担に応じて市町村税源を分け合うためのものであり、特別区の所

要額の積み上げによって定めるものではなく、都区間の役割分担に応じて定め、役割分担

の変更に応じて変更されるべきものである。 

特別区の児童相談所設置により都区間の役割分担が大幅に変更されることに伴い、平

成 12年都区制度改革時の都区合意事項に従い、配分割合を変更し、設置区の所要額に見

合う特別区の財源を確保すべきである。 

◇配分割合についての考え方 

基本的事項 都の主張 区の主張 

①都が一般的には市が処理する

事務の一部を処理していると

いう都区の役割分担を踏まえ

て、市町村税源をもとに都と

特別区との間の財源配分を行

うものである。 

（自治法逐条解説内容） 

 

（言及無し） 

平成 12 年改革によって整

理された配分割合の大原

則であり、都が認めた限り

で特別区の財源を保障す

れば足りるとする内部団

体的取扱いを払拭するも

のである。 

②配分割合を定める際には、都

区の役割分担の状況を慎重に

吟味する必要があり、中期的

には安定的な割合を定めるべ

きことに留意する必要があ

る。 

（自治法逐条解説内容） 

この考え方により財源を

配分すべきである。 

配慮すべきではあるが、①

を前提とした運用上の留

意点である。 

③平成 12 年都区制度改革時の

都区合意事項である、「配分割

合は中期的に安定的なものと

し、大規模な税財政制度の改

正があった場合、都と特別区

の事務配分または役割分担に

大幅な変更があった場合、そ

の他必要があると認められる

場合に変更する」ものである。 

 

④地方自治法施行令 210条の 14

に規定する「普通交付金の総

額が引き続き財源不足額合算

額と著しく異なることとなる

場合」には、配分割合を変更す

るものである。 

・配分割合を変更する際

の原則は、③と④であ

り、都区で協議して決

めるものである。 

・今回のケースは、③は大

幅でなく、現行の配分

割合で財源不足は生じ

ないので④にも該当し

ない。 

・平成 19 年度の配分割合

変更は、都区財政調整

方針に変更事由の記載

がなく、都区の協議の

結果合意した事実以外

には無い。 

・③④それぞれが配分割合

変更の要件となるもの

であるが、同時に満たす

必要は無い。 

・今回のケースは③であ

り、④は該当しない。 

・先例としても、平成 19年

度の配分割合の変更は、

都区財政調整方針に記

載のとおり、税財政制度

の改正と役割分担の変

更を事由としたもので

ある。 

・現行配分割合で足りると

するのは、原則を違えて

特別区を内部団体視す

る発想である。 
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◇特別区の児童相談所設置が大幅な役割分担の変更に当たるかどうか 

＜都の主張＞ 

特別区の児童相談所設置は、現時点で、都と特別区の事務配分又は役割分担の大幅な変

更に該当するものではない。また、設置区の需要はすでに措置しており、今後も措置可能

であるので、財源保障はされているため、特例的対応以前の配分割合で対応可能である。 

＜区の主張＞ 

特別区の児童相談所設置自体が大幅な役割分担の変更であることに加え、設置区数が

順次増加していくこと、また所要額が無視できない規模であることも踏まえれば、平成 12

年都区制度改革時に都区で合意した配分割合の変更事由に該当するものであり、配分割

合を変更し、特別区全体の設置区の所要財源を保障したうえで、各設置区の需要を保障す

べきである。 

特別区の固有財源である現行の財源配分のもとでの算定内容を持ち出して、配分割合

を変更しなくとも区の財政運営に支障は生じないと主張することは、都が認める範囲で

特別区の財源を保障すれば足りるとする、特別区を内部団体視した考え方であり、法の原

則を違え、長年の都区の取組みによって実現した都区制度改革の成果を無にするもので、

到底容認できるものではない。 

 

都が否定する根拠 都 の 主 張 に 対 す る 区 の 反 論 

①児童福祉法に基づく児童相

談所の設置は都道府県に義

務付けられており、特別区は

政令で指定された場合のみ

設置可能となっていること。 

・特別区は、政令指定されることで、都から権限が移り、都と同様

に児童相談所の設置が義務づけられることになる。 

・児童相談所は、児童相談行政の中核を担う機関であり、都から特

別区に権限が移譲されることは、それ自体大幅な役割分担の変

更となるもの。 

・しかも、特別区による児童相談所の設置は、児童相談所設置自治

体の拡大をめざす児童福祉法改正の趣旨に即したものであり、

今後も設置区の増加が予定されている。 

②特別区のエリアにおける児

童相談所の設置が、令和４年

度末時点で７区が区立児童

相談所を設置しており、他の

16区は、都の児童相談所がそ

の役割を担っていること。 

・配分割合を変更するのは、設置区の所要額についてであり、たと

え設置区が限られていたとしても、設置区における役割分担の

大幅な変更がある以上、都区の役割分担が大幅に変更されてい

ることに変わりはない。 

・しかも、設置区は、令和５年度に三分の一、令和８年度に半数を

超え、その後も増える予定。都が主張する特別区のエリア全体と

いう観点でも、大幅な役割分担の変更にあたると言える。 

③都は特別区の求めに応じて、

子ども家庭支援センターに

都立児童相談所のサテライ

トオフィスを現在４区３か

所に設置しており、来年度以

降も設置を進めていく予定

であること。 

・都の指摘は、都の児童相談所の管轄区域の施策のことであり、特

別区が児童相談所を設置した地域のことではない。当然、当該区

の経費について特別区が財源移譲を求めているものでもない。

したがって、そもそも議論の対象外である。 

 

④児童相談所設置市に設置が

義務付けられている児童自

立支援施設を区が設置して

おらず、本来特別区が担う業

務についてもその一部を都

が担っていること。 

・児童自立支援施設については、対象児童を措置する法的責任を

果たすために委託という手段を用いたのであって、それも含め

て、政令指定申請を行い、都の副申と国の政令指定があったもの

である。児童相談所設置区は、その他の権限と合わせて、法的責

任は全て果たしている。 

・そもそも、数多くの児童相談所関連事務のうちの一つを委託で

処理していることをもって、大幅な役割分担の変更には当たら

ないほど都が担っていると主張すること自体不適切である。 
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ま と め 

 
○現行の都区制度は、東京大都市地域における身近な自治と行政の一体性を共に確保する

観点から、複数の基礎的な地方公共団体（特別区）と広域の地方公共団体（東京都）の特

別な役割分担により対応する大都市制度であり、法定された都区間の役割分担及び財源

配分についての原則のもとに、都区間の協議により課題を解決しようとするもの 

○都区制度は、長年にわたる特別区の自治権拡充の取組みを経て今日の姿に至ったもので

あり、平成 12 年に施行された現行制度は、都と特別区が合意を得て国に法改正を求め、

実現したもの 

○都と特別区は、様々な課題に直面し、厳しい協議を重ねつつも、自主的に解決しながら制

度を運用 

○現行制度の下での最大の課題は、都が一体的に処理する「市町村事務」の具体的な整理に

より、改正自治法の原則に則った役割分担の明確化と役割分担に基づく安定的な財源配

分を確立すること 
  そのことを通じて、住民に対する都区の行政責任の明確化を図り、基礎自治体である

特別区の行財政基盤の強化と都が広域的課題に専念できる体制を確保し、都区の真のパ

ートナーシップ確立による住民福祉の向上と大都市東京の発展を期するもの 

○特別区制度調査会の報告「『都の区』の制度廃止と『基礎自治体連合』の構想」は、現行

の制度が、都区間の役割分担及び財源配分について法定の原則のもとで双方の協議によ

り解決しようとするものであるのに対し、協議による解決の限界を克服する方途として

示されたもの 

○特別区にとって、東京大都市地域における自治制度の選択肢は、現在のところ、現行都区

制度か、特別区制度調査会の提言による「基礎自治体連合構想」のいずれかであるが、特

別区（基礎自治体）優先の原則の下での東京大都市地域の自治の確立に向けて、現行制度

の運用改善を優先しつつ、自治制度改革関連の動向等を踏まえながらさらに検討を深め

ていく方針 

○特別区は、平成 12 年都区制度改革以降、財源配分に関する都区協議、都区のあり方検討、

児童相談所の設置、地方分権改革への対応、特別区の将来構想の検討、全国連携プロジェ

クトの推進、調査研究機構での共通課題の研究等の諸課題に連携して取組み 

○特別区は、平成 12 年都区制度改革の経緯はもとより、改革後の取組みも踏まえつつ、都

区関係の改善、児童相談所の設置、都区財政調整制度の運用改善等を進め、行政のあり方

の見直しを含む人口減少社会・少子高齢化への対応、首都直下地震・大規模水害等への備

え、感染症対策、全国各地との共存共栄等の諸課題に連携して取り組むとともに、都区が

連携して東京大都市地域の課題を解決していける体制を構築していくことが必要 

23 区連携し、「基礎」としての役割を発揮しつつ、地力を着実に高めてきた 

20 年以上経過したが未完 しかし、手をこまぬいてきたわけではない 



- 52 - 
 

 

～
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1
/
1

2
～

　
●

S
5
6
.8

 特
別

区
政

調
査

会
　

「
「
特

例
」
市

の
構

想
」

  
 ●

H
1
0
.5

 都
区

制
度

改
革

関
連

法
成

立
（
H

2
3
.3

 東
日

本
大

震
災

）
（
H

2
8
.4

 熊
本

地
震

）

　
　

　
 ●

S
5
9
.6

 都
制

度
調

査
会

　
「
新

し
い

都
制

度
の

あ
り

方
」

  
  

  
  
  

 東
京

2
0
2
0
ｵ
ﾘﾝ

ﾋ
ﾟｯ

ｸ
・
ﾊ
ﾟﾗ

ﾘﾝ
ﾋ
ﾟｯ

ｸ
 →

●
R

3
.7

～

　
　

　
　

　
●

S
6
1
.2

 都
区

合
意

「
都

区
制

度
改

革
の

基
本

的
方

向
」

　
　

●
H

2
4
.9

 大
都

市
地

域
に

お
け

る
特

別
区

の
設

置
に

関
す

る
法

律
公

布

　
　

　
　

　
　

　
●

H
2
.9

 2
2
次

地
制

調
　

「
都

区
制

度
に

関
す

る
答

申
」

●
H

1
2
.4

 都
区

制
度

改
革

関
連

法
施

行
●

H
2
8
.5

 大
阪

市
で

特
別

区
設

置
住

民
投

票
否

決

  
  

  
●

H
6
.9

 都
区

合
意

「
都

区
制

度
改

革
に

関
す

る
ま

と
め

（
協

議
案

）
」

　
　

  
大

阪
市

で
２

度
目

の
特

別
区

設
置

住
民

投
票

否
決

　
→

 ●
R

2
.1

1

●
S
４
7
.1

0
  

1
5
次

地
制

調
 「

特
別

区
制

度
の

改
革

に
関

す
る

答
申

」
●

H
1
2
.4

 清
掃

事
務

移
管

（
収

集
・
運

搬
は

各
区

、
中

間
処

理
以

降
は

共
同

処
理

）
　

　
●

S
5
0
.4

 特
別

区
制

度
改

革
関

連
法

施
行

　
  

可
燃

中
間

処
理

一
組

で
共

同
処

理
（
地

域
処

理
移

行
ま

で
）
 

H
1
8
.
4
～

「
当

分
の

間
」

一
組

で
共

同
処

理
（

そ
の

他
関

連
課

題
整

理
）

H
1
8
.3

ま
で

清
掃

事
業

従
事

職
員

は
都

か
ら

派
遣

H
1
8
.
4
～

 
区

職
員

に
身

分
切

り
替

え

●
H

1
2
.4

～
国

保
統

一
保

険
料

方
式

で
対

応
（
都

の
調

整
条

例
廃

止
に

伴
う
自

主
調

整
）

●
H

1
3
.4

 区
長

会
事

務
局

、
議

長
会

事
務

局
発

足
　

　
　

　
　

　
●

H
1
7
.6

 区
政

会
館

飯
田

橋
移

転
●

H
2
2
.4

 特
別

区
協

議
会

公
益

財
団

法
人

化

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
特

人
厚

、
特

別
区

協
議

会
見

直
し

　
●

H
1
9
.4

～
 研

修
所

共
同

研
修

選
択

制
導

入
（
H

1
9
.9

九
段

下
に

移
転

、
H

2
8
.3

秋
葉

原
に

仮
移

転
、

R
4
.1

0
九

段
下

に
復

帰
）

●
H

1
9
.4

～
 互

助
組

合
公

費
負

担
廃

止
●

H
2
6
.9

 特
別

区
全

国
連

携
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始
　

　
　

　
　

　
●

H
1
9
.3

～
 後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

発
足

  
特

別
区

長
会

調
査

研
究

機
構

設
置

→
●

H
3
0
.6

　
●

S
5
0
.4

 都
区

財
政

調
整

配
分

割
合

変
更

●
H

1
2
.4

～
都

区
財

政
調

整
配

分
割

合
変

更
（
4
4
％

⇒
5
2
％

）
●

H
1
9
.4

～
都

区
財

政
調

整
配

分
割

合
変

更
（
5
2
％

⇒
5
5
％

）
  

  
  

 都
区

財
政

調
整

配
分

割
合

変
更

（
5
5
％

⇒
5
5
.1

％
）
→

●
R
2
.4

　
  

  
  

  
  

  
 （

4
0
％

⇒
4
3
％

、
S
5
1
.4

～
⇒

4
4
％

）
　

　
　

＜
従

前
の

４
４

％
＋

移
管

等
変

動
経

費
＞

　
　

　
＜

５
２

％
＋

三
位

一
体

改
革

＋
補

助
切

替
え

＞
　

　
　

＜
児

童
相

談
所

関
連

の
特

例
的

対
応

＞

　
　

　
＜

移
管

等
に

伴
う
変

更
（
「
財

源
配

分
の

あ
り

方
は

別
途

検
討

」
）
＞

　
　

　
　

  
主

要
５

課
題

都
区

協
議

①
今

回
反

映
さ

せ
な

い
清

掃
関

係
経

費
の

財
源

配
分

へ
の

反
映

（
償

還
費

等
）

②
今

後
の

小
中

学
校

改
築

需
要

急
増

へ
の

対
応

（
H

1
0
財

調
協

議
繰

延
問

題
決

着
時

の
懸

案
）

③
都

区
双

方
の

大
都

市
事

務
の

役
割

分
担

を
踏

ま
え

た
財

源
配

分
の

あ
り

方
（
「
協

議
案

」
の

懸
案

）

④
都

区
双

方
の

都
市

計
画

事
業

の
実

施
状

況
に

見
合

っ
た

都
市

計
画

交
付

金
の

配
分

（
「
協

議
案

」
の

懸
案

）

⑤
制

度
改

正
等

が
生

じ
た

場
合

の
配

分
割

合
の

変
更

協
議

　
●

5
6
.1

1
 都

区
双

方
の

財
政

需
要

に
よ

る
配

分
割

合
の

検
討

（
都

区
の

分
析

結
果

乖
離

）

　
　

　
●

H
1
1
.3

 大
都

市
事

務
決

算
分

析
 ●

H
1
7
.6

 都
が

行
う

大
都

市
事

務
の

分
析

（
都

区
の

分
析

結
果

乖
離

）

　
　

  
  

  
  

  
  

（
都

区
の

分
析

結
果

乖
離

）

  
 　

　
●

H
1
8
.2

 都
区

協
議

会
　

　
　

　
　

　
①

今
後

の
都

区
の

あ
り

方
を

検
討

　
　

　
　

  
  
②

財
源

配
分

の
あ

り
方

は
そ

の
結

果
に

従
い

整
理

●
H

1
8
.5

～
 都

区
の

あ
り

方
に

関
す

る
検

討
会

（
検

討
の

方
向

整
理

）

　
　

　
　

　
  

  
  

  
●

H
1
9
.1

～
 都

区
の

あ
り

方
検

討
委

員
会

（
H

2
3
.1

2
以

降
保

留
状

態
）

＜
事

務
配

分
、

区
域

の
あ

り
方

、
税

財
政

制
度

＞

　
　

　
●

H
2
1
.1

1
～

 東
京

の
自

治
の

あ
り

方
研

究
会

  
  

  
●

H
2
7
.3

 最
終

報
告

　
　

　
　

●
H

2
4
.2

～
 児

童
相

談
所

の
あ

り
方

等
児

童
相

談
行

政
に

関
す

る
検

討
会

 ●
H

2
8
.6

 改
正

児
童

福
祉

法
等

公
布

　
　

　
（
H

2
9
.4

か
ら

特
別

区
の

児
童

相
談

所
設

置
が

可
能

に
）

　
　

　
　

  
  

世
田

谷
区

、
江

戸
川

区
が

児
童

相
談

所
設

置
 →

●
R
2
.4

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 （

荒
川

区
R

2
.7

、
港

区
R

3
.4

、
中

野
区

R
4
.4

、
板

橋
区

R
4
.7

、
豊

島
区

R
5
.2

設
置

）

 ●
H

1
5
.1

0
 特

別
区

制
度

調
査

会
発

足
　

　
　

　
●

H
1
9
.1

2
 「

「
都

の
区

」
の

制
度

廃
止

と
「
基

礎
自

治
体

連
合

」
の

構
想

」
　

●
H

2
0
.6

 特
別

区
制

度
懇

談
会

発
足

　
　

●
H

2
0
.8

 特
別

区
制

度
研

究
会

発
足

（
以

後
２

年
ご

と
に

報
告

）

●
H

1
0
.4

  
2
5
次

地
制

調
 「

市
町

村
の

合
併

に
関

す
る

答
申

」
　

　
　

　
●

H
1
8
.2

 2
8
次

地
制

調
 「

道
州

制
の

あ
り

方
に

関
す

る
答

申
」

●
H

2
5
.6

　
3
0
次

地
制

調
 「

大
都

市
制

度
の

改
革

及
び

基
礎

自
治

体
の

　
　

　
　

平
成

の
大

合
併

（
6
7
1
市

2
,5

5
8
町

村
　

⇒
　

7
8
6
市

9
4
1
町

村
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

行
政

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

に
関

す
る

答
申

」
　

　
　

　
　

●
H

5
.6

 地
方

分
権

の
推

進
に

関
す

る
決

議
（
衆

参
両

院
）

●
H

1
1
.7

 地
方

分
権

一
括

法
成

立
　

　
　

　
　

地
方

法
人

課
税

見
直

し
等

「
偏

在
是

正
」
措

置

●
H

7
.7

 地
方

分
権

推
進

委
員

会
発

足
●

H
1
2
.4

 地
方

分
権

一
括

法
施

行
●

H
1
6
～

H
1
8
 三

位
一

体
の

改
革

（
国

庫
補

助
負

担
金

、
税

源
移

譲
、

交
付

税
）

●
H

1
9
.4

 地
方

分
権

改
革

推
進

委
員

会
発

足
●

H
2
3
.4

 第
１

次
一

括
法

成
立

　
　

●
H

2
3
.8

 第
２
次

一
括

法
成

立
　

●
H

2
5
.6

 第
３
次

一
括

法
成

立
　

●
H

2
6
.5

 第
４
次

一
括

法
成

立
  

  
  

  
 ＜

以
後

提
案

募
集

方
式

＞
　

●
H

2
7
.6

 第
５

次
一

括
法

成
立

　
　

　
　

　
  

 ～
第

1
2
次

一
括

法
公

布
 →

 ●
R
4
.5

特
　

　
別

　
　

区
　

　
制

　
　

度
　

　
を

　
　

め
　

　
ぐ

　
　

る
　

　
動

　
　

き


